
スハルト政権の経済建設と「新秩序」体制（I)
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「革命」イデオロギーを強調したスカルノの「指

導民主主義」体制から， 「建設」を一枚看板とす

るスハルトの「新秩序」体制への転換で最も際立

った変化は，国内経済「建設j の優先であった

はじ めに

インドネシアでは， 1965年の9・知事件を契機

にして，「革命」に代えて「建設J(Pemba時 unan)

を標傍ずるスハノレト政権が成立した。

(/]:) ＼ついで，反共主義と対外依存，および軍部

とテクノクラートの進出等の諸側面が挙げられ

「指導民主主義j体制から継承したも

スハ／レト政

る。一方，

のは，パンチャ・シラと1945年憲法を堅持した権

威主義的な政治体制であり，それを支えるジャワ

人支配とジャワの政治文化である。 「指導民主主

権は「新秩序」体制のもとに，資本主義諸国から

の外国援助と，外資導入に著しく依存した経済建

設に取り組んでいる。 70年代かれは，石油関連収

入の増大にも恵まれた。

小論は，スハノレト政権による経済建設の成果の

概要を把握し，その内容を検討するとともに，政

機が経済建設の遂行に欠かせない政治的安定を確

保するために導入した， 「新秩序J体制について

も者察する。

まず， 「指導民主主義Jから「新秩序J体制へ

の転換の経緯を略述し，体制転換にともなう主だ

った変革と継承の諾側面を確認する。ついで，ス

ハルト政権の経済建設について，急激な経済成長

と工業化の実績を把握したうえで，怠成長がもた

らしたゆがみと，形成された特定受益層を分析し

スハルト政権の［新秩序J体制につ

いては，その権威主義的な実態を洗い出すととも

台頭した批判について，特定受益層への反発

義J体制についてーとおり触れてから，それぞれ

の変化の側面，ついで継承の側面に則して，

内容を確かめよう。

その

「指導民主主縫」体制

そもそも「指導民主主義」体制は，議会制民主

政が招いた政治不安の解消を目差して，当時の環

境のもとでいかにして強カな政治権力を築くかと

いう努力の結果導入された体制であった。ただ

し，強力な政治権力の創出という目的は同じであ

その方法については，当時対立する二つっても，

の考え方があった。一つは， 1949:年末の公式独立

達成によってインドネシア「革命Jは終わったの

43 

た。さらに，
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であって，これからは議会民主政を擁護して圏内

経済建設を重視し，福祉の増大に努めなくてはな

らないとする考え方と，もう一つは，いや， 「草

命jは未完成で継続しているとの基本的な認識に

もとづいて， 「革命Jイデオロギーを鼓舞し，社

会の政治的再編を悶ることによって強力な政治権

力を創り出そうとする考え方であった。 「指導民

主主義j体制は，後者の考え方に組するスカルノ

大統領左中央軍部，ならびにインドネシア国民党

(Partai Nasional Indonesia, PNI）を中心とする政治

勢力が，前者の考え方をとるハッタ副大統領と軍

の一部，ならびにマシュミ党（PartaiMadjelis Sjuro 

Muslimin Indonesia, Masjumi）を軸に結集した政治

勢力を漸次圧倒して導入した体制である。 57,58 

年の地方反乱が，その高価な代価となった。

1959年7月，議会民主政を基礎づけてし、た50年

暫定憲法を廃し， 45年憲法への復帰を果たしたス

カルノは，自由民主主義を批判して57年2月に提

示した「指導民主主義j構想、の制度化に，政治不

安の解消を期した。 「指導民主主義J構想では，

議会や政党制度の再編によって政治参加の側面を

抑制し，軍部の政治参加や大統領と政府の行政権

限を強化して，強力で安定的な中央政治権力の創

出を求めていたのである〈注2）。そのような構想に

そったさまざまな制度改革が， 60年にかけてスカ

ノレノと軍部との競合的協力関係を主軸にして推進

され， 「指導民主主義J体制が逐次整備された。

まず，自らを首相とする大統領内閣を組閣して，

治安の回復，商イリアン解放を含む反帝国主義闘

争L 衣食の充足を 3大公約とした。 8月の「わ

が革命の再発見」と題する独立記念日演説では，

革命の完遂を目指し，民族，宗教，共産（NASAK

OM)勢力が協力して， 1945年憲法，インドネシア

社会主義，指導民主主義ぜ，指導経済，インドネシ
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ア文化の特性（USDEK）の完成を図れと訴えた。

この演説は同年11月，憲法第3条に規定する国策

の大綱に該当する「政治宣言」として公式に採択

され，「指導民主主義」体制の指導理念とされた。

11月には地方自治法を改正して，地方議会と自治

体首長を任命制に切り換えた。 12月には政党令を

公布して，政党を常時広範な政府の監督下におい

た。地方反乱に関連したマシュミ党とインドネシ

ア社会党（PartaiSosialis Indonesia, PSI）は，邸咋

R月に解散された。言論・報道の自由も，引き続き

厳しく規制された。的年3月には， 55年選挙にも

とづく民選国会を，予算案に反対した折をとらえ

て解散させ，軍を含む職能代表と政党代表で構成

する任命制のゴトン・ロヨン国会（DewanPerwa・

kilan Rakyat-Gotong-Royo略 DPR-GR）に改組し

た。さらに 9月にはゴトン・ロヨン国会議員と，

同数の地方および職能代表議員で構成する，任命

制の靭定国民協議会（MadjelisPermusjawaratan 

Rakjat Sementara, MPRS）を国権の最高機関として

設置した。

「指導民主主義J体制がほぼ整備された時点で

は，地方反乱やグノレノレ・イスラームなど，組織的

反乱勢力の掃討も片がつき，圏内治安は回復され

ていた。後顧の憂いを断ったスカルノ政権は，懸

案の政治課題，西イリアン奪回に取り組んだ。国

連総会における平和的解決が期し難くなってから

は， 62年2月に総動員令を発して軍事対決の構え

に入った。事態の重大化は，国連，アメリカなど

による対蘭説得を引き出し， 62年8月には西イリ

アン協定が締結された。協定は国連による智定管

理を狭んで，商イリアンのインドネシアへの移管

を決定した。

西イリアン協定の成立によって，スカルノ政権

の3大公約中，残るはただ一つ，衣食の充足，す



なわち国内経済建設の課題だけかと恩われた。事

実，スカルノ自身も協定締結2日後の「勝利の年j

と題する独立記念日演説では，「……いまやわれわ

れの革命から否定的，破壊的，破砕的な要素は減

りはじめ，肯定的，建設的，創造的要素が増えは

じめた。……J位 3）とさえ述べていた。さらに，

経済再建に取り組む姿勢は，たとえそれがたかだ

か数カ月の命脈しか保てなかったにせよ，国際的

な援助と IMFの勧告を大幅に取り入れた一連の

緊縮財政措罷， 63年の「5月26日規則jなどにも

窺がわれた。しかし結局は， 63年9月のマレーシ

ア連邦結成を機に本格化したマレーシア対決政策

によって，スカルノ政治の特質とされる，対外政

治課題の優先と国内経済課題の軽視がまたしても

披涯された。ただ，マレーシア粉砕を選択して経

済再建を事実上棚上げにしたこのケースでは，や

や安易に内憂を外患に転じた感がぬぐい切れな

い。たとえそうではないにしても，個々の対決行

動で，イデオロギーの先走りが顕著であった。

スカルノの「指導民主主義j体制は，マレーシ

ア対決政策によってその後半局面に入った。 63年

9月のマレーシア連邦発足と同時に本格化したス

カノレノ政権の対決行動では，西イリアン奪回で威

信を高めたカリスマ・スカルノと，同じく奪回闘

争を通じて勢力を伸張したインドネシア共産党

(Partai Komunis Indonesia, PKI)，とくにPK Iの

イニシャティヴが顕著であった。西イリアン奪回

闘争で圧倒的な勢力増大を果たした軍部も対決政

策を支持してはいたが，今回の対決作戦はゲリラ

で浸透を図る程度にとどまった。 PK Iは，イン

ドネシアを半植民地，半封建国家と規定し，イン

ドネシア革命の目標を第1に反帝，次いで反封建

閥争としていたので，反帝闘争としてのマレーシ

ア対決行動を最も重視した。 PK I系労働組織が

スハノレト政権の経済建設

軸になって展開した対決行動は，当初はマレーシ

ア，イギリス両国大使館の襲撃，およびイギリス

企業の接収など，反マレーシア，反英闘争にと

どまっていた。しかし，中ソ論争に自主・独立の

立場をとっていたPK Iが， 63年年末にかけて北

京路線への傾斜を深め， 64年に入ってアメリカが

マレーシア支持を公式に表明するに及んで，対決

行動も，米企業接収などの反米闘争を含む反帝闘

争へとエスカレートした。一方スカルノは，西イ

リアン闘争を通じて，既存の国際機構や秩序，そ

れを支える既成勢力に対する不信と不満をつのら

せ，国際的な進歩的「新興勢力」の結集を提唱し

ていた。スカルノは対決政策を実施する過程で，

PK Iとの協力を緊密化し，インドネシアの非同

盟中立外交路線を尖鋭化させて急速に中国に接近

した。そして65年1月には，マレーシアの国連安

保理事会入りを機に，国連からも脱退した。

スカノレノ政権のマレーシア対決政策は，マレー

シア粉砕という目的に則しては，何らの展望も拓

けなかった。逆に，圏内的には生産の停滞と軍事

支出の膨脹による激しいインフレが経済的破局を

もたらし， PK Iとの協力緊急化が国内対立を激

化した。そもそも，スカルノと軍部の競合的な協

力を主軸とする「指導民主主義j体制にあっては

スカルノと PK Iの緊密化は，必然的に軍部と P

K Iの緊張を増幅した。ましてやPK Iが，マレ

ーシア対決行動と並行して，農民組織による「一

方的行動」と呼ばれる反封建闘争で党勢を拡大し

ていたのでなおさらのことであった。 「一方的行

動」とは， 59年と60年にそれぞれ制定されていた

襲業2法，つまり小作料引下げを図った収穫物配

分法と，土地改革を規定する農地基本法両法の完

全実施を，農民が実力を行使して追った行動であ

る。 「一方的行動Jは63年年末に強化されたが，
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64年には，闘争の震点が小作料の引き下げから土

地改革の実施に移されて，イスラ｝ム勢力の基維

である地主・富農層に圧力をかけていた。したが

って，緊張と対立の図式は， PK I対軍部・イス

ラーム勢力となって激化した。さらにPK Iは，

軍部に対して漸次影響力の浸透を図りつつ， 65年

1月には農民と労働者1500万人を武装化する第5

軍の創設を提唱し，また，軍内政治委員制度の導

入などもちらつかせて軍部の緊張感をあおりたて

た。このような状況のもとで， 7月にはスカル／

の病状悪化が伝えられたので，軍部と PK I双方

の疑心暗鬼はつのる一方となり，ついに9・30事件

の勃発に連なってしまった。

9・30事件は，軍の一部と PK I系組織の一部

が，陸軍首脳を投致，殺害したクーデターである

が，事件と PK Iの係わりについてはし、まだに不

明な点が残されている。

2. 「新秩序」体制による変革と継承

(1) 国内経済建設の優先

さて， 9・30事件を経て誕生した｜新秩序J体

制では， 「革命」の完遂を追求した「指導民主主

義J体制と比べて，経済建設を最優先課題に掲げ

た点が最も重大かっ顕著な変化である。マレーシ

ア対決と 9・30事件による混乱で加速されたハイ

パー・インフレは，都市域住民のみならず，農民

まで巻き込んで，全国民の生活を破局に追いやっ

た。したがって，後継政権は誰が出てきても，ど

のような形にせよ，経済再建は避けられない課題

であった。しかし． 「新秩序J体制の経済再建へ

の努力は，たんに体制の最優先課題に掲げただけ

でなく，真撃にかつ組織的，継続的に取り組んだ

点でインドネシア史上嶋矢とされ，特記されよ

フ。

経済建設重視を含めて， 「指導民主主義」体制
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に訣別を告げた重大な政策は， 1966年3月の r・ 3. 

11命令」後に改造された内閣のもとで， 4 J-Jか

ら5月にかけて次々に発表された。スカルノが

スハルト陸相に与えた「3・11命令Jとは，「政府

と革命の進路の安全，平隠，安定を確保し，・

大統領個人の安全と権威を保証するのに必要とす

るあらゆる措置をとることJであった他心。発表

された諸政策は， PK Iの解散，現実的かつ柔軟な

内外政策による経済再建最優先，ならびに国民福

祉を国益とする独立・積極外交の展開などをその

骨子とするものであった。 3・11命令で大幅な治

安権限を掌中にしたスハ／レトは，内閣改造に先だ

って PK Iを非合法化し，スカルノ側近の諸閣僚

を拘禁した。しかし， 3・11命令は暫定措置にすぎ

ないとして，ナサコム，自力更生，反新旧植民地

主義原則に固執するスカルノ大統領の抵抗も強か

った。圧倒的な学生，市民，宗教勢力の支持と，

軍部の実力を背景にしてヤたスハルトではあった

が，転換政策を推進するためには，まず，足もと

の権力基盤を固めてかかる必要があった。 PKI 

とその系列組織の解散，スカルノ側近閣僚の拘禁

に加えて，軍部の人事異動，政党・系列組織への

干渉は言うに及ばず，親共，親スカルノ派の勢力

排除は，すべての国家機関や民間団体にまで，全

国的な規模で徹底された。そうしておいてから，

政策の転換は， 6月から 7月にかけて召集した国

権の最高機関，暫定国民協議会第4回総会で法的

に確認させた。

暫定困民協議会第4回総会における諸決定に盛

られた新経済・外交政策の要諦は，次のとおりで

ある。国内問題，とくに経済建設を国家的最優先

課題とする。長期的には，農業，社会資本，工・

鉱業の優先順位で建設するが，短期的には，建設

に先立つ安定・再建を図り，インフレ抑制，食料



充足，社会資本再建，輸出努力増強，衣料充足を

目差す。経務建設は国際協調のもとに推進して，

IMF，世界強行に復帰し，外国資本・技術の利

用を排斥せず，地方開発にも留意する。外交政策

は，パンチャ・シラと1945年憲法にもとづく独立

(he bas）・積極外交を基本とする。いかなる形態の

帝国主義，植民地主義にも反対し，国家利益，な

かんずく国民の経済福祉増進と， 「国民の苦悩に

対する使命J（アンペラ〕に奉仕するとされた。

「新秩序J体制による経済建設路線の基調とさ

れ，事後頻繁に引用された，暫定国民協議会第4

回総会決定第23号（1966年7月5日採択〕の要旨は以

下のとおりであった世5）。

経済，財政，建設の基本政策は，パンチャ・シラと

1945年憲法にもとづき，合理的かつ現実的な経済原則

による，国民経済生活の改善問題を最優先とする経済

民主主義とする。経済民主主義の内容は，主要生産部

門の国有，職業選択の自由，搾取なき所有催，および

公共の楢祉をそこなわないような，個人の能力と創4自：

開発，ならびに社会福祉等である。

インドネンアの潜在経済力は，同民の能力と創造

7），ならびに豊富な未開発資源からなり，それらは資

本投下，技術利用，知識拡大，技術向上，および組織・

経営能カ増進によって現実の経済力となる。経済建設

は国民自身の能力と意志にもとづかねばならないが，

この原則は，外国資本・技術の利用を排斥しない。

国家的優先課題は国内問題，とくに経済建設にお

き，国民多数が必要とする財とサーヴィスの産出μ｜画

とする。短期建設計画は，建設に先立つ安定，再建計

画であり， インフレ克服，食料充足，社会資本再建，

輸出努力増強，および衣料充足を目指す。長期建1没；（ti・

咽の優先順位は，農業，社会資本，そして工・鉱業の

順とする。地払村落の社会開発では，より広範な地

Ji自治権の賦与と， ljl央・地方財政の配分に留意するむ

凶イリアン開発は特に重視する。

国際経済関係では，国家利益を尊草した独立・積極

外交のもとに国際協調を推進し， IMF，世銀に復帰

する。

このように， 「指導民主主義」体制からの攻策

スハルト政権の経済建設

転換では，経済建設を国家的優先課題とすること

と，経済建設は自力更生によってではなく，国際

協調によって外資導入も妨げない形で推進するこ

とが，重大な変更として明示的に表明された。

しかし， 「新秩序J体制が志向する基本路線が

提示された段階でも，さきに触れたスカルノ派勢

力との権力闘争，いわゆる「2元政治jの状況が

解消されてはu、なかった。だが，軍部を核とする

スハルト派勢力は，とりあえず暫定国民協議会で

新経済・外交政策の大綱を採択させ，スカルノの

大統領権限についても大幅に制限することに成功

した。ついで66年7月末，暫定国民協議会決定に

もとづνて組閣されたアンペラ内閣は，スカノレノ

派の入閣を一応阻むことができたので，暫定国民

協議会の諸決定にとって「新秩序」体制を促進し

うる内閣となった。アンペラ内閣は， 8月にはマ

レーシアと平和条約を締結し， 9月以降の対イ債

格国国際会議では，債権繰延べと新規援助の獲得

に努めた。また， l説連と IMFにも復帰して， 67

年 1月には外資導入法も定めた。その聞にも，イ

ンフレの抑制を主眼とした，厳しい緊縮財政によ

る一連の経済安定・再建策を誠実に実施した。ア

ンペラ内閣のもとでは， 「新秩序」体制に向けて

の歩みが着実に進められたが，スカルノはなおも

「指導民主主義」体制の諸原則に固執し，アンペ

ラ内閣を反革命政権とまで決めつけた。度重なる

スカノレノの強硬な姿勢に反発を強めた「新秩序」

推進勢力は， 67年に入ると，国会を通じてスカル

／の退陣を要求し，両勢力が激しく対立する緊迫

した情勢の中で2月泊目，大統領の全権限がスハ

／レトに委譲された。 3月の暫定国民協議会臨時総

会は，権限委譲を追認すると同時に，スカルノの

政治活動を禁止し，スハルトを大統領代行に任命

した。軍部とスカルノとの権力闘争は，スカルノ
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の失脚によってようやく決着を見た。

スハノレト・アンペラ政半量は，スハノレトの大統領

代行就任によって政局の主導権を挙中にしたのだ

が，昨年9月から翌年年頭にかけての米の端境期

に，米価を中心とする激しい物価勝賞に見舞われ

た。この経済危機は，政情不安を招くほど激烈で

あったが，スハ／レトは内閣を大改造してその克服

に努め，何とか雨期作米の出荷期につなげること

ができた。 68年3月の暫定国民協議会第5回総会

は，直前の大改造によって議員の半数近くが新た

に任命されていたのだが， 「政治宣言Jに代える

べき国策大綱の審議で紛糾し，それを継続審議と

した。しかし，建設5カ年計画は原則的に承認し，

総選挙の71年7月実施を決めて，スノリレ卜を大統

領に任命した。スハルトの第2代大統領就任と，

テクノクラート経済閣僚を加えて68年6月に組閣

された「建設内閣」の発足は， 「新秩序」体制の

本格的な発足を示すものでもあった。援助による

米と消費財の大量輸入，米の増産，均衡予算を 3

本柱とするインフレ克服策は， 68年10月以降の局

面で劇的な成功を収め，これが同体制の基礎をさ

らに固めた。そして69年度からは，暫定国民協議

会第4回総会決定第23号に規定した長期建設計画

に，体制の正当性を賭して取り組んでいる。

(2）反共主義と対外依存

軍部が主導する「新秩序」体制への転換では，

PK I勢力の払拭が前提とされた。 9・30事件で

は，首都の「事件」を即刻鎮圧した陸軍が，「事件」

へのPK Iの直接関与は明白であると主張して，

早々と中，東部ジャワを中心とする PK Iの徹底

弾圧に乗り出した。陸軍によるPKIの弾圧には，

宗教勢力も協力した。とくに， 「一方的行動」な

どで PK Iと利害を具にした地主，富農層を代

表するナフダトウノレ・ウラマ党（PartaiNahdatul 
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Ulama, NU）の， とくにその青年組織が，率先し

てPKIに対する仮借なき大衆報護行動を組織し

た。公称党員300万，公称系列組織員1200万を誇

ったPK Iの組織も，犠牲者30万とも50万ともい

われる大量虐殺によって， 1965年の年末までにほ

とんど潰滅してしまった。

66年の3・11命令にもとづいて，翌日出された

PK Iとその系列組織の解散命令の時点では，命

令を受理すべき諸組織はとうに霧散していたとい

うのが実態である。ただしその解散命令は，軍の

PK I徹底弾圧後の事態収拾をめぐる権力闘争，

学生，市長，宗教勢力に支持されてPK Iの非合

法化を狙う軍部と， PK Iの存続を図るスカノレノ

との抗争における，前者の勝利宣言であった。解

散命令は， 66年7月の暫定国民協義会第4回総会

決定第25号で， 「インドネシア全域で共産党を解

散する。共産主義／マルクス・レーニン主義思想、

と教義の普及を禁止する」と追認された。事後，

共産主義勢力は，厳重な「新秩序」体制の監視の

下におかれて，政治勢力としての復活は考えられ

ない。 PK Iの抹殺は，第二次大戦前からの民族

主義運動における 3大系譜，民族主義系，宗教系，

共産主義系のー潮流の禁止であり，まさしくナサ

コム原則を強調した「指導民主主義」体制の終震

を告げるものであった。

「新秩序」体制への転換がもたらした反共主義

は， 「新秩序」体制による経済建設の内容とも深

くかかわっていた。まず， 「新秩序」体制の新外

交政策の基本として提示された， 66年7月の暫定

国民協議会第4回総会決定第12号の要旨をみてみ

よう。

外交政策は，パンチャ・シラと1945年憲法にもとづ

く独立・積極外交であり，いかなる形態の帝国主義，

植民地主義にも反対し，国家利益と国民受難の使命

〈アンペラ〉に奉仕する。外交政策が依拠する闘争



(I町 juangan）指針は， AA諸国の連帯を反映するバン

ドン10原則，アジアの間豊富はアジア入によってアジア

的に，地域協調によって解決することが望ましいとい

う原則， fンドネシア革命の目的に対する諸外国，諸

国民の信頼回復，ならびに，国家利益，とくに国民の

経済福祉増進を図るよう柔軟に対処する原則などであ

る。

このように，反帝国主義，反新11:1植民地主義，

非同盟主義などの諸原則が維持され，外交政策の

「闘争」指針や，インドネシア f革命」などの言

葉遣いからすれば，一見， 「指導民主主義J体制

の非同盟中立外交がそのまま継承されたかと思わ

れ，あるいはナサコム原則さえも想起させたかも

知れない。しかし，それらはすべて，すでに述べ

た国内経済建設優先の大枠をはめられたうえでの

ことなのである。したがって上述の規定において

も，地域「協調Jや，信頼「回復Jなどの文言か

らも推察できるが， 「－－－－－同家利益，とくに国民

の経済福祉t普通を図るよう柔軟に対処する原則」

として，国際協調による圏内経済建設の擾先が唱

われ， 「新秩序」体制の新外交政策への転換が図

られている。

第12号に続けて，政治的，経済的な安定の達成

を基本的な目的とする，アンペラ内閣の組閣を規

定した第13号の中にも，内閣の政綱のーっとして

「反帝・反植民地主義闘争の続行Jという文言が

うかがえるが，それも第12号の場合と同様の趣旨

で解釈されよう。

すでに，経済建設優先のところでみたとおり，

経済建設は自力更生原則を放棄し，外資導入を妨

げなャ国際協調によって推進するとの変更が大前

提なのである。 r ......国民の経済福祉糟進を図る

よう柔軟に対処する…・・Jような，外資導入を妨

げない国際協調路線に，さきにみた「新秩序」体

制の反共主義を重ねてみれば，国際協調路線の内

スハルト政権の経済建設

容として親欧米の傾向が知られよう。事実すでに

みたとおり，アンペラ内閣が追求した諸政策は，

一見して非同盟中立路線を継承した「新秩序Jの

外交が，実質的には親欧米に大きく傾いていた。

すでに西側諸国の援助と外資を頼みとする， 「新

秩序j体制の対外依存の基本姿勢が示されてお

り，対中関係は急速に冷え込み， 67年10月には国

交が凍結された。 「新秩序J体制下の経済建設は

構造的に，インドネシア債権国会議。GGI）を通ず

る国際援助と，外資導入法にもとづく資本と技術

の流入，ならびにオイル・ショックがもたらした

莫大な石油関連収入によって支えられることとな

った。

(3）軍部とテクノクラートの進出

「新秩序J体制のもとでは，軍部も支持してい

た「指導民主主義J体制から， PK Iとスカルノ

派勢力が排除される結果となったので，軍部の主

導性が明確fじしたことと，その経済建設に協力す

るテクノクラ｝トの進出が顕著な変化のー側面と

なった。 「新秩序」体制は，政治的安定の確保を

目差す基・本政策においては「指導民主主義」体制

のそれを踏襲し，政党勢力の抑制と行政権限の強

化を図った。しかし，軍部を棋とする「新秩序」体

制推進勢力の内部では，軍の政治参加をどの程度

認め，政党勢力をどのようにして抑えこむのかと

いった具体的な方策で，当初から確たる意見の一

致が見られていたわけではない。 9・30事件で暗

殺の対象にも挙げられていなかったスハルトが，

66年には 3・11命令権限を掌中にし，翌年3月に

は軍部の大御所ナスチオンを差し置いて大統領代

行に就任し，翌々年68年3月にはついに第2代大

統領に就任した。スハルトは政治家として台頭す

る過程で，軍部内での自己の地位を，人事異動と中

央集権化を狙った組織改革を通じて，固めていっ
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た。その過程には，外部勢力とも呼応した体制内

の一部会、進旅将官を遠ざけたり，大統領の個人補

佐官（StafPribadi, Spri）を創設する側近登用の動

きも含まれていた。スハルトを軸に形成された軍

部主流派は，政治的安定を確保する具体策を，政

党人事への干渉，軍人の行政面への大量進出と察

人を含む任命議員の増加を規定した総選挙法の制

定，ならびに政党勢力としての翼賛組織ゴルカル

(GOLKAR, Golongan Karya，職能グループ〉の育成・

強化による軍部勢力の拡大に求めた。

軍部の政党人事への干渉は，スカルノ派勢力を

温存していたPN Iに対しては， 66年と70年のそ

れぞれ4月，再度にわたって露骨にかつ厳しく行

なわれた。 60年8月，スカルノによって解散させ

られたマシュミと Ps Iの両党派勢力は， 「新秩

序j体制を支持する勢力であったのだが，軍部は

68年2月に，インドネシア・ムスリム覚（PMI）の

結成を認めるに際して，旧マシュミ党の党員らが

新党幹部に復活することのないよう条件をつけ，

またPs Iの復活要求も却下した。さらに71年選

挙後には，後述する政党勢力の 2大クワレーフ。化を

強要し， 73年1月にはついに，イスラーム系4政

党を建設統一党（PartaiPersatuan Pembangunan, 

PPP）に，非イスラーム系 5政党をインドネシア

民主党（PartaiDemokrasi Indonesia, PD！）へと整理

統合してしまった。

軍部勢力の拡大は，直接的には軍人の行政・立

法両面での進出と，間接的にはゴルカルへの挺子

入れを通じて図られた。軍部は軍の二重機能（Dwi

Fungsi），つまり国防・治安機能に加えて，経済・

社会的にも国造りに参加するという原則を掲げ

て， 66年中葉以降，軍人を大量に行政面にも進出

させた。内閣の軍人閣僚は，当初第 1次，第2次

内閣を通じて軍事政権と呼ばれることを嫌い， 22

ラ0

ないし24人中 5名の線で抑えてし、たが， 77年選挙

後の内閣改造では，退役軍人も含めると一挙に11

名へと倍増させている。各省庁の重要ポストや在

外公館への軍人の転出も多いが，地方自治体にい

たっては，首長のほとんどが軍人であり，進出は

村落レベルにも及んでいる。軍人は，国営企業に

は前体制期から引続いて居坐り，チュコン 0：公

cukong，中国語で主人の尊称、に由来する）と称される

大物華人たちと結託して民間企業への進出も顕著

である。

スハyレト軍部は立法府における安定的な多数の

支持を，任命議員の増加とゴルカルへの肩入れに

よって狙うこととなった。政党勢力は，当初68年

に予定されていた総選挙を， 55年選挙と同じ比例

代表制にもとづヤて早く実施するよう求めてい

た。選挙による旧体制政党勢力の復活を危倶する

「新秩序J急進派からは，総選挙の延期と，小選

挙区制への改革が提案されていた。スハルト軍部

はその調整に努力し， 67年末になってようやく，

比例代表制は残すが任命議員は増やし，選挙の実

施は72年との線で妥協を図った。しかし，選挙の

実施は68年3月の暫定国民協議会で71年7月とさ

れ，閤会での選挙法成立は69年に持ち越された。

ここで，スハルト大統領就任を決めた68年3月

の暫定国民協議会第5回総会，その召集に先だっ

て行なわれたゴトン・ロヨン国会と暫定国民協議

会の大改造に触れておこう。両機関とも， 45年憲

法復帰にともなって， 60年の6月と 9月にそれぞ

れ成立していたが， 9・30事件で大きな影響を受

けるまで，それらの議員構成面ではさしたる変化

は見られなかった。ただ若干の定数増によって，

総議員はゴトン・ロヨン国会 299名，暫定国民協

議会は666名となり，それぞれの 13%内外が軍部

代表議員であった。その後PK I系議員が追放さ



れ， 67年には 1月にゴトン・ロヨン国会， 6月に

暫定国民協議会に若干の手が加えられていたのだ

が， 68年 3月の暫定国民協議会第5回総会に先立

つ 1カ月半の聞に，ゴトン・ロヨン国会と暫定国

民協議会双方とも，それぞれ半数近くの議員が，

更迭と定員増による新議員として任命された。そ

の結果， 9・知事件以降に任命された新議員は，

ゴトン・ロヨン国会では414議員中327名，暫定国

民協議会では山8議員中663名の多きに達した。と

りわけて軍人議員の進出が目立ち，以前それぞれ

13%内外であった比率を，ゴトン・ロヨン国会で

は約6分のし暫定国民協議会では実に 4分の 1

へと増やした。この比率は， 71年選挙のための69

年選挙法に定めた，両機関に占める軍人議員の比

率を先取りしていたものである。

71年選挙のための関連法（1969年法律第16号等）

では，新たに成立する国会と国民協議会の構成を

概略次のように定めた。国会総議員460名中100名

を任命議員とし，軍任命議員は75名。国民協議会

総議員 920名の半数は国会識員。残り半数議員中

207名を任命議員とし，軍任命議員は155名とした。

こうして任命議員の数は，軍部代表を含めて国会

では 2割をやや上回る程度だが，国民協議会では

ちょうど 3分の 1となっている（閑民協議会におけ

る任命議員数:Z07は，そもそも総議員数920人の 3分の l

から国会任命議員100人を差し引いて割り出したもの〉。

軍部は，選挙に先立つて政党に対してさまざま

な干渉を行ない，候補者も事前審査して，政府・

軍部にとって不都合と思われる「不適格者」を簡

L、務した。さらに，コfルカルへの挺子入れである。

ゴルカノレとはそもそもスカルノが，軍を含めた農

民，労働者，イスラーム教師，青年，婦人，知識

人／教育者等々さまざまな職能グループの代表

を，選出政党議員への対抗と政党間勢力の調整を

スハルト政権の経済建設

念頭に，任命制の職能代表議員として導入した制

度であった。スハノレトはその制度に手を加え，軍

を別枠とし，その他の職能代表から政党系勢力を

一掃して，軍の意向を反映しうる政党まがいの翼

賛組織に仕立て上げたのである。

軍部は，選挙運動でも軍と行政組織を動員し

て，ゴルカルへの投票を強要した。その結果71年

選挙では，ゴルカfレが62.8%の得票と，公選議員

360名中236の議席を獲得して圧勝した。選出ゴル

カル議員に 100名の任命議員を加えると，国会で

の与党勢力は何と73%にも達する圧倒的な安定多

数を確保したのである。同じ制度と態勢で77年選

挙にのぞんだ軍部は， Pp PとPD I両党と争っ

たゴ‘ルカルの得票率62.3%,232/360議席によっ

て，国会では72%の安定を再度かちえている。

「新秩序J体制への転換では，軍部の進出と並

んでテクノクラートの協力も無視できない変化の

側面である。経済建設を最優先課題に掲げた「新

秩序J軍部政権にしてみれば，誠実に経済建設を

立案し，実行するためには，テクノクラートの協

力がぜひとも必要とされた。政権初期に緊急な経

済的安定と再建を図らねばならなかった噴は，世

銀， IMF主導の政策を忠実に履行するために，

若干のテクノクラートを，必要に応じてその都度

動員していた。だが， 68年 6月に建設内閣が発足

して，長期経済建設計画の立案と遂行が恒常的に

必要となると，亡命先から急拠呼び戻したスミト

ロ・ジョヨハディクスモと，インドネシア大学経

済学部のアリ・ワノレダナを，主要経済閣僚として

登用した。その後もウィジョヨ・ニティサストロ

やモハマド・サドリが閣僚として「新秩序」政権

に協力した。テクノクラートの協力は，閣僚だけ

にとどまらず，長期建設計画を立案する国家建設

企画庁（BAPPENAS），ならびにインドネシア銀行
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その他の政府機関や各緩審議機関へ漸次進出する

ことによっても示された。テクノクラートの進出

は，その層の薄さによっていまだ限られたもので

あるとはいえ，行政能力の高揚に資し，各分野に

おけるプラグマティックな専門技能重視の気還を

醸成した点でも少なからぬ効用をもたらしている

といえそうである。

(4) パンチャ・シラと1945年憲法

「新秩序」体制への転換にともなう主だった変

化の諸側面に続けて，継承されている諸側面に眼

を転じてみると，まず， 「新秩序J体制において

パンチャ・シラと1945年憲法が堅持され，強大な

行政権限を持つ大統領と政府のもとで，議会民主

主義を志向する政党の役割が低く抑えられる権威

主義的な政治体制が，基本的には踏襲されている

ことが指摘できる。ただし，先にも述べたとおり

「新秩序J体制の基本的な枠組には，反共という

；重大な内容の変更が加えられている。

「新秩序」体制にあっても堅持すると表明され

たパンチャ・シラとは，神への信仰，民族主義，

人道主義，民主主義，社会正義の五つの原則で，

これは日本軍政末期の独立準備委員会でスカルノ

が提唱し， 45年憲法の前文に建国5原則として規

定された。しかし，必ずしも各原則の内容が明確

に規定され，それぞれ相互の関連が体系だてて，

一義的に了解されているわけではない。したがっ

て，ひとしくパンチャ・シラの堅持を表明した「指

導民主主義j体制と「新秩序J体制であっても，

民族主義の内容が，容共と反共それぞれに都合よ

くその都度読み替えが許されてしまった。ただし

パンチャ・シラを堅持するとの表明は，両体制に

とってともに，次のような重大な政治的意味を持

っていた。それは，イスラーム国家を志向するイ

スラーム勢力に対して，パンチャ・シラにもとづ
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く世俗国家の堅持を表明するものであった。パン

チャ・シラの神への信仰原則は，あくまで世俗凶

家の枠組内で提示されていたのである。この問題

にかかわる深刻な対立は，歴史的にも根深いもの

で， 45年憲法草案審議過程における憲法前文作成

に対する「ジャカノレタ憲章」への妥協はおろか，

民族主義運動草創期のスカルノ，ナシーノレ論争に

まで遡れる対立であったClt.6〕。

「新秩序J政権は，パンチャ・シラとともi..:45

年憲法の堅持も掲げている。 45年憲法は「純正か

っ一貫して」（murnidan konsekwen）履行すると表

明された。 「新秩序J体制における45年憲法堅持

の姿勢は，前体制の基本的な政治機構の継承を意

味し，純正・一貫履行の文言は， 45年憲法にもと

づく法治原則（ruleof law）の徹底を意味するもの

であった。法治原則は， 66年7月の暫定国民協議

会第4回総会の諸決定にも次のように強調して表

明された。

第10号一qi央，地方すべての凶家機関は， 1945！.十憲

法にもとづく地位と機能を回復する。

ml4号一諸国家機関の活動を調査し，権｜浪分2長：を科

編したり， 1945年憲法の解釈，人権の明確｛じをはかる

暫定国民協議会特別委員会を設置する。

第四号ー1959年7月5日布告（1945年建設法復帰の大

統領布告〕以降の，すべての大統領決定と大統領規則

を再検討する。 1945年憲法に違反する法律と，法律に

代わる政令も再検討する。…－今後新たな大統領決

定，および大統領規則は公布しない。

第20号ーインドネシア法の法源，および法令優先順

位に関する1966年6月9日付ゴトン・ロヨン国会覚書

を受容する。＜同覚書による法令優先順位は， 1)1945

年憲法 2）国民協議会決定的法律／法律に代J》る政

令 4）政令 5）大統領決定的その他の抱行｛；－，たと

えば省令，大臣告示その他。＞

「新秩序」政権は， 45年憲法体制を維持しなが

ら，法治原則を建前とする上述の内容の体制整備

を進めた結果，大統領決定と大統領規則の乱発で



乱されていた行政が正され，内閣その他各種国家

機関の統廃合，簡素化も促進された。体制の問題

処理にあたる行政能力は，わずかずっとはいえ明

らかに向上した。しかし，法治原則を徹底させて

綱紀粛清をはかる汚職の追放は，呼掛けの賑々し

さにもかかわらず，最大の難問として依然として

残されているの

法治原則の建前からすれば，次のような諸点も

問題であろう。 「新秩序」政権が，政権安定の重

要な柱とした立法機関における任命議員の増加に

しても，任命議員それ自体の存在が問題である。

45年憲法は第2条第 1項で， 「国民協議会は国会

議員，および法律で定める規則にもとづく地方な

れびに各界（golongan-golon閉めの代表をもって構

成する」と定め，第四条第 1項で， 「間会の構成

は，法律でこれを定めるJと規定している。スカ

ノレノによる職能代表議員の任命制度強行導入は，

第2条第 1J頁の各界の代表うんぬんを手掛かりに

したもので、スハル｜、も任命議員制度を踏襲して

強化した。しかし，どれほど民選議会の困乱回避

が政治的要請であったにせよ，法的には， 55年選

挙にみられた議員公選が建前であろう。続けて，

「新秩序J政権自体が抱えた超憲的組織も問題で

ある。その典型的な事例として， 66年9月から74

年の「 1・15事件」で廃止されるまで，閣僚の権

威をも凌ぐ影響力を行使した，大統領補佐官制度

が指摘される。さらには，軍の勢力拡大とその実

力を背景にして，専ら政党への干渉工作を担当し

た「特別作戦部」（Opsus），治安対策を受け持った

「治安秩序回復作戦司令部J(Kopkamtib），諜報機

関「悶家情報調整本部」（Bak同等の存在と活動

は，はたして問題がなかったと言い切れるであろ

うか，疑問なしとしない。 9・30事件に関する特

別軍事法廷の設置も問題であるが，数万もの事件

スハノレト政檎の経済建設

関連容疑者を，裁判も聞くことなく長年月拘留し

その基本的人権を侵害していた事実は，国際的に

も注目されたところである。 45年憲法は，その第

28条で， 「結社および集会，口頭および文書によ

る思想、表現，その他の自由（kemerdekaan）は，法

律でこれを定めるJと規定しているが，「新秩序」

のもとでは，政党組織とその活動は制限され，治

安当局の規制も厳重で，言論報道の自由も含めて

自由権は，著しく整肘され，権威主義的な状況の

もとに置かれているのが実状である。

(5) ジャワ人支配とジャワの政治文化

次いで， 「新秩序J体制に転換しても継承され

ている社会的，文化的側面から，ジャワ人支配の

事実と，権威主義的な政治体制に馴染み易いグャ

ワの政治文化の存在を指摘しておこう。

インドネシアの種族（sukuba暗闘）は300以上と

いわれているが，全人口の約半数がジャワ人で，

スンダ人が15%，その他は 5%以下の多数の種族

に別れている。しかし，人種的には彼らは皆モン

ゴロイド系マレ一人である。中・東部ジャワを本

拠とするジャワ人は， 16世紀のイスラーム漫透以

前から，歴代王朝のもとに高水準の文化的伝統を

育み，水田耕作のみならず商工業もかなり発展さ

せてきた。著しい官職選好の傾向を示す彼らは，

政界，官界，学界をはじめとする各界でエリート

として活躍している。ただし経済界では，人口わ

ずか2%強の華人が，民族資本の約70%，内外

貿易の80ラも近くを抑えて，独占的な地歩を築いて

いる。その分野にさえ昨今は，ジャワの軍人が国

営企業や，外資や大物華人と結託するかたちで民

間企業へと進出している。インドネシアでは何事

によらず古くから，ジャワ中心主義やジャワ対外

島の図式的対抗関係が，半ば常套的に口にされて

きた。政治の世界においてもその例にもれず，ジ
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ャワ人は圧倒的な人口と，頭抜けた社会的・文化

的地位を背景にして，つねにインドネシア政治の

指導権を確保してきた。ジャワ人支配は， 57,58 

年の地方反乱によって挑戦されたことはあるが，

「新秩序」のもとでは軍部の進出にともなってむ

しろ強められたとみられている。

あまりにも歴然たるジャワ人支配の現実を前に

して， 「多様のなかの統一」（BhinnekaTunggal 

Ika）を標語に国民的統合の促進を図る歴代政府

は，種族，外島に連なる諸問題には一方ならぬ関

心を示し，慎重に対処してきた。 「新秩序J政権

も，各種政治機構の人事や治安対策上の観点など

から，種族・外島問題には意を用いている。たと

えば，国民協議会や国会で地域を代表する議員の

議席割り振りでは，閏士の 7%弱に全人口の62%

が集中しているジャワ島以外の外島の議席数を人

口比以上に政治的に優遇している。行政面でも78

年 3月には，ハメンク・ブオノに代わってアダム・

マリクが副大統領に就任したし，各省庁や軍部の

幹部登用に際しては必ずといってよいほど種族的

な均衡を配慮しているのである。さらに，経済建

設計画の策定で，たとえば特定のプロジェクト設

定に際しては，経済合理性に加えて外島諸地域へ

の政治的配慮を加味する姿勢もみせてし、る。

インドネシアの国民的統合は，確かに独立戦争

の遂行や，スカルノ時のイデ、オロギー教化によっ

て大いに促進された。地方叛乱でさえ「インドネ

シアj という国民的アイデンティティに挑戦した

ものではなく，かえってその鎮圧の容易さ，迅速

さを裏返してみれば，国民的統合の当時における

一定水準の成果を示すものであったといえよう。

しかし，日常生活のレベルにおいては現在でも，

歴史的にも根深く，かつ根強い種族的偏見や対立

が遍在していることもまた事実なのである。いま
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だに「多種族連合国家」的な側面を色濃く残す状

況の中にあって， 「新秩序j政権は種族・外島問

題に対してさまざまな融和措置を構ずる左同時

に，基本的にはゾャワ人支配も含めて問題が表面

化することを，治安維持を理由に強権的な姿勢で

抑え込んでいる。少数民族ではあるが，外国籍華

人に対しては圧力をかけて同化政策を推進してい

るし，各種統計には種族別区分の導入を許さず，

各種報道機関には種族的な対立に根差す報道に，厳

しい制約を強いている。マスメディアにとって種

族問題は，政府や軍部批判の言辞，および宗教的

紛争などの問題と並んで，その報道にはメディア

の存廃を賭した慎重さが要請されているほどであ

るの

さて，インドネシアの全人口の 6割強がジャワ

烏に集中しているが，そのまた6割がジャワ人

で，東・中部ジャワ域を中心に西部ジャワや外島

にも拡散して住んでいる。なにしろ，ゾャワ人は

全人口の約半数を占め，歴史的，文化的な伝統に

も支えられて圧倒的な地位を占めているのである

から，インドネシアの現代政治においても，ゾャ

ワの伝統的な政治文化が重大な意義を持ってい

る。そのゾャワの伝統的な政治文化については，

のちほどスハルト「新秩序」の権威主義的な政治

体制に関連して論及することとする。したがっ

て，さしあたっては古典的な業績としてすでに共

有財産化された観があるC・ギアツの業績の概要

を紹介して，ジャワの伝統的な政治文化が，権威

主義的な政治体制に馴染み易い政治文化であると

だけ指摘するにとどめておこう。

ギアツは東部ジャワにおける 2カ年の実態調査

にもとづいて，ジャワの文化に三つの主要なタイ

プ，アパンガン（aha昭 an），プリヤイ（prijai），そし

てサントリ（santri）を析出した〈注7〕。アパンガンと



は，アニミズムとヒンドゥイズム，ならびにイス

ラームの3要素が混請したジャワのシンクレテイ

ズムにあって，アニミズム的な要素が支配的で，

農民的な変積（variant）であるとする。デリヤイは

ヒンドゥイズムの要素が支配的で，官吏的な変種

であり，サントリはイスラームの要素が支記的

で，商人的な変種であるとされた。そしてそれら

3変種聞の相互関連も分析した。プリヤイとアパ

ンガンの文化は，もともと一つであった文化が，

都市部における「大伝統］と農村部における「小

伝統」とに分化したものである。同根の両者にあ

って，ヅリヤイの文化は神秘主義的，汎神論的，

内面観照的な洗練された変種であり，アパンガン

の文化は呪術的，多神論的，儀礼主義的な変種で

あるとされた。

ギ？ツによる以上のような類型化は，現代イン

ドネシア政治研究の中で，アリラン（aliran）と呼ば

れる宗教的，文化的な等質性に基礎づけられた組

織，その組織相互間の政治という意味でアリラ

ン・ポリティクスという分析枠組の基底概念とし

て組み込まれ，現在にいたるまで引き続いて基本

的には生かされている。

ジャワ人の 6害1］はアパンガンであるとされてい

るが，プリヤイ文化は，ジャワ人支配層の伝統的

な政治文化として象徴的に現代にまで継承されて

いる。家産官僚制的な歴代王朝国家に淵源を持つ

プリヤイ・アパンガン的な伝統は，特殊ジャワ的

な権力観念と，中央集権的な権カのもとに呪術的

かつ家父長的な権威を生み，階層秩序を重んずる

家族主義的な国家観念を育んで，権威主義的な政

治体制に馴染み易いジャワの政治文化の核心部分

を形成したのである。

ジャワの政治文化には，サントリの伝統に連な

るイスラーム色のより強い保守的農村サントリの

スハルト政権の経済建設

存在も知られているし，社会主義思想に代表され

る近代商欧の諸思潮の影響も無視できない。さら

に，若年層を中心とする近年の意識変化も見逃せ

ない。しかし，ジャワの政治文化における広くか

っ深く日常生活のレベルにまで根差したプリヤ

イ・アパンガン的な伝統的要素を前にしては，い

まだにそのいずれもが色槌せてしまうといえよ

ワ。

〔注 1) スハルト大統領は，「建設内閑」（Kabinet

Pembangunan）を組閣して， 3次におよぶ「建設5カ

年計画J(Rencana Pembangunan Lima Tabun, RE 

PELITAと略す〉を実施している。通常はそれぞれ，

開発内閣（Development Cabinet），開発5カ年計画

(Five Year Development Plan）と罰｛され， 使われて

いるが， Pembangunanの原義を尊重して， 『建設内

閣j，「建設5カ年計両」と Lfニ。

（注2) スカノレノ情忽については，日本国際問題研

究所・インドネシア部会編『インドネシア資料集』

( I:) 1945～1959年 1972年 416～424ベージ参照。

（注 a) Sukarno (Ir.), Dibawah Bendera Re・ 

volusi, djilid kedua, 1965, h. 516. 

Cit 4) 3・11命令の全文は，日本国際問題研究所・

インドネシア部会編 「インドネシア資料集J（下）

1959～1967年， 197a年 426, 427ページ参照。

（注 5) Ketetapan MPRS No. xxiii/MPRS/1966. 

暫定国民協議会の決定 Ketetap阻は官報で発表される

ことになっているが，通常は入手しにくい。民間の

Pantjuran Tudjuh社が出版する総会資料集 Hasil・

hasil Sidang Umumなどがその欠を補っている。

またこれらは Ll本国際問題研究所の前掲書に訳載され

ている。 1966年の第23号は同書（下）にある。

（注6) スカルノーナシール論争については，問苧

谷栄「インドネシアにおける宗教と国家，スカルノー

ナシール論争とその背景J （高橋保編『東南アジアの

ナショナリズムと宗教』アジア経済研究所 1973年〉

133～174ページ参照。

（注7) Geertz, Cli任。rd,The Religion of Java, 

Free Pr，恒久 1960.
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E 「新秩序Jスハ／レト政権の経済建設

f新秩序Jスハルト政権は発足すると同時に，

財政赤字によるインフレ克服を緊急課題とする経

済安定・再建に努め，対外累積債務を繰り延ぺて

新規援助を導入した。主として大幅な外国援助に

依存したインフレ対策は， 68年10月以降の段階で

劇的な成功を収めるにいたった。

一応の経済的安定と，権力の基礎固めを了えた

スハノレト政権は， 69年度から長期経済建設に乗り

出して 2次にわたる 5カ年計画を遂行し， 79年度

から第3次5カ年計画を実施している。本節では

第1次，第2次5カ年計画それぞれの内容と，そ

の成果である急激な経済成長と工業化を把握し，

さらに第3次5カ年計画の概要を示してから，急

成長によって醸成されたさまざまなゆがみを指摘

し， 「新秩序」政権のもとで特定受益層が形成さ

れる経緯を追ってみる。

1. 急激な経済成長と工業化

(1) 第1次建設5カ年計画

69年度に着手された第1次建設5カ年計画で

は， 1)食糧増産， 2）衣料増産， 3）インフラストラ

クチュアの整備， 4）住宅建設， 5）雇用機会の拡

大， 6）精神的安寧の諸課題が掲げられたが，最重

点課題は食糧，とくに米の増産に絞られた。計画

における基本的な戦略は，農業部門を重視して関

連工業部門への波及効果を期待すると同時に，イ

ンフラストラクチュアの整備も図ることとされ

た。したがって，米の増産に関連して化学肥料や

農薬等の増産も図り，繊維，セメント等基礎資財

の生産も重視された。第1表に，主要産業の具体

的な生産目標と実績を示した。

第1次5カ年計画では，工業部門の生産が繊維

を除いて目標を下回ったが，全般的には所期の成
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果を挙げ，国内総生産（GDP）の実質年間成長率は

当初目標の 5%内外を 7%としのいだ。計画の主

眼とされた米の増産は，集約生産を奨励して自給

を目差したが，計画最終年度の自給目標量は達成

できなかった。それどころか， 72年には早魅によ

る前年比42万トンの減産で経済困乱を招き，緊急

援助60万トンを含む 122万トンを輸入して切り抜

けた借り。米の輸入は財政を圧迫するので，自給

が悲願とされている。しかし，生産実績の伸びは

評価されよう。米に次いで重視された肥料とセメ

ントの生産拡大は，目標の半分にも達しなかっ

た。製紙も含めて，政府系プロジェクトの遅滞が

その原因だが，目標設定それ自体にも若干の無理

があった。ただし，繊維は活発な民間投資に支え

られて順調であった。石油の増産と木材の増産も

注目される。生産量のそれぞれ85%,78%が輸出

されるようになって，国際収支への貢献は大き

い。第1次5カ年計画の最終局面では，後述する

「1・15ジャカルタ暴動jが勃発した。

(2) 第2次建設5カ年計画

第2次建設5カ年計画は， 74年度から実施され

た。第2次計画も基本的には第1次計画を踏襲す

る内容であって，課題としては， O衣食の品質向

上と低価格供給， 2）住宅資財の供給と建設， 3）イ

ンフラストラクチュアの完備， 4）建設成果の公平

分配， 5）雇用機会の拡大を掲げた。 1・15事件の

後だけに，住宅建設と国民福祉，および建設果実

の配分平等化の強調が目新しいと言えようか。計

画では， GD Pの実質年間成長率7.5%を目標に

して，各部門別に目標年間成長率が，農業4.6%,

鉱業10.1%，工業13.0%，建設9.2%，運輸・通信

10.0%，その他7.7%と設定された。第2次計画

における主要部門・品目別の具体的な生産目標

と，それに見合う実績を第2表に示した。
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第2次計画の実績も全体としてはまずまずの成

果を挙げたといえるが， GD P実質年間成長率で

みると，目標の7.5%を6.8%と下回った。農業部

門では，近時新しい輸出産品として、注目されてい

る木材とパーム油を除いては不振であったわ木材

は資源保全の方向が打ち出されたのであるが，

76, 77両年度は生産量の86%強， 78年度でも61.8

%が輸出された。対日輸出の比率は74年度輸出78

%のうちの66%をピークにして， 78年度47.9%に

落ちた。砂糖とコプラの生産は目標量を上回り，

米ととうもろこしは目標には達しなかったものの

それぞれ生産を伸ばしたのであるが，一人当りの

消費増と人n増によって増加した国内需要分をカ

ノミーし切れなかった。米，砂糖， とうもろこしに

つし、で，コ 7。ラ支でも77年度から輸入品目となっ

た。ゴムも生産を伸ばしたものの，オイル・パー

ムへの転換が進められている。さて，肝心の米の

増産であるが，生産増加分の7割を集約化で，残

り3割を作付面積の拡大で図ったのだが，目標達

成に失敗した。しかし，米の輸入態勢の強化と，

備蓄倉庫の大量建設によって，従来のパターンで

あった，早魅，洪水等による米の不作が米価騰貴

に直結し，広範な物価騰貴を招く状況は緩和され

た。工業部門は，オイルショックによる世界的不

況と，国内的には後述する75年の7＇ルタミナ危機

による景気後退に見舞われたにもかかわらず，ま

ずまずの生産実績であった。繊維は相変わらず順

調に伸びたし，重視した尿素肥料とセメン卜の生

産は目標にこそ達しなかったものの，圏内需要も

見込みほど伸びなかったため，前者は77年度から，

後者は78年度から輸出できる状況となった。ただ

し，製紙には民間企業も進出し，初年度の 2倍近

くを生産したのだが，楽観的な目標の半分にも遣

しなかった。鉱業部門では，原油生産がオイルシ
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ヨツクによる需要減退によって目標を常に下回っ

たが，価格上昇がそれを補った。 78年輸出実績で

みると，石油精製品4590万パーレルを含む5億

870万ノξーレルは，生産量の 86.3%に相当し，全

輸出額の53%を賄い，また一般会計歳入の55%を

占めた(ff2＼伝統的な輸出産品である錫とボーキ

サイトの生産は頭打ち傾向にあるが，二、ソケルが

生産を著しく伸ばして新たな輸出産品の期待を荷

うようになった。第 1図として，石油生産の伸び

悩みを補ったインドネシア産原油価格の上昇を表

示しておいた。

さて，第1次，第2次5カ年計画によって，イ

ンドネシアのGD Pは， 73年価格表示で71年5兆

5447億ルピアから78年9兆3922億ルピアへと， a
年間に70%近く伸びた。 7:1年から78年にかけての

平均年間成長率は fi.8%にも達する。この急成長

は，主として鉱・工業生産の急増によってもたら

されたもので，その結果， GD Pの部門別比率は

第3表にみられるように変化した。

農林漁業部門の構成比が30%台に急激に低下し

た反面，鉱・工業部門がIO%台に躍進し，インフ

ラストラクチュア関連部門と政府サービスも伸び

ている。鉱業部門の急伸は，第1図に表示した石

油価格の上昇が大きな要因である。その他では，

第2次期間中の工業化も注目されよう。

(3) 第3次建設5カ年計画

スハルト政権は， 78年11月に 1ドル415ルピア

から 625；レピアへと50%のルピア切り下げを断行

して， 79年度からの第3次建設5カ年計画に取り

組んでいる。第3次計画の基本的な目標は，国民

生活と福祉水準の向上と，一層の平準化，公正化

を進めて，将来の発展への強固な基盤を整備する

こととされた。課題としては， 1）社会的公正実現

のため，建設成果の公平な分配， 2）高水準の経済
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第 II頚 インドネシア産原油価格の推移（1973～80年〉
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UH所） アジア経済研究所「年次経済報告インドネシア1979J19削年 28ページ他。

第3表国内総生産部門別構成比と第3次5カ年計画の目標構成比（%〉

部 門 1－~19叩tリ吋~~T~i:竺千戸…ιG~P成叶品開日
I 196s柑 ｜ 1問料 I 1913 , 1978*** i rn1『～18 I 19邸

一一一一一一ι← ., .... ＿」一一一一 一一一二一『ーーは立軸艶
農林漁業 I s1.3 I 42.9 I 40.1 I 34.1 i 3.4 I 21.2 
鉱繋 I 4.6 I 7.o I 12.3 I 11.1 : 4.6 I 15.9 
工業I s.2 I 8.9 I 9.6 I 12.8 I .3 I 
建 設業 I 1.s I 3.7 ! 3.9 I 5.3 I .5 I 
運輸・通信 1 :u I 3.9 I :1.s I 4.s I .9 I 
電気・ガス・水道｜ o.4) I o.61 I o.sl I o.61 I 11.9 : ) 

ま融・保険業 1 0引 m ,,I 2.1t .,., ,,I 叫.，＂ 31 1.1 t .,.., 亡I t 1 I l .. .,, , 
不動産業｜ 2.0f叩叶 1.9( ..，，，ぺ 2.川叩＂＇ I 2.9f ""'・'-'I 13.4 I ｛ω ．仏

政府サービス｜ s.s1 I 4.叫 I 6.叫 I s.11 I .3 I I 
その他サーピス｜ s.sJ I 4.刀 I s. 9 J I s . 2J I . 4 I J 

一一一－~竺－· I 100 1 100 ¥ 100 I 6.8 ¥ 竺
（出所） 1〕 アジア経済研究所「年次経済報告インドネシア1974J1975年、

2〕 アジア経済研究所「年次経済報告インドネシア1980J1980年。
3) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ill. 

（注〉 本 第1次5カ年計画発足直前年度。
林繁1次5カ年計画最終年度。
料水第2次5カ年計画最終年度。
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成長， 3〕健全にしてダイナミックな国家の安定な

どを掲げた。より具体的には，期間中の年平均人

口増加率を，第2次計画における 2.3%より低く

2.0%左踏み， GDP目標成長率を，第2次計画の

H標年間7.5%はおろか実績の 6.8%より低く，

(i.5%と低めに設定した。狙いとするところは，

増大する人口に十分な食糧を供給し，労働力増大

には雇用機会を提供して失業を増やさず，着実な

経済成長によって発展基盤を整備することにおか

れた。そのために，総投資額の約51%に政府投資

を振り向けるが，外国援助資金も年々の国内総投

資額の79年度24.1%から83年度20.1%も占めてい

るo その額は年々GD Pの5%に相当し， ドル換

第で5年間に1471億ドルにも達する。援助への依

存は，どうやらインドネシアの経済建設に構造的

に取り込まれてしまった模様である。第3次計阿

は， GD P年間成長率6.5%を達成するために，

各産業部門別に次の目標年間成長家、を設定したの

農林漁業3.5%，鉱業4.0%そのうち布対1は3.5%,

工業11.3%，建設業9.0%，運輸・通信10.0%，そ

の他8.1%である。それらの部門別成長率を達成

することによって，第3表に示したGD P部門別

構成比への，「より均衡のとれた，より健全な」構

造変化を目差している。第3次計両は，工業製品

輸出志向をはじめて打ち出した点に特色がある

が，第3次計画の諸目標は，おおよそ従来の実績

が示した傾向を助長・促進する延長線上に設定さ

れていることが，第3表からも読みとれよう。

第3次計画について，部門別に若干敷前してお

こう。農林漁業部門は，成長率がその他の部門に

比して低く抑えられたが，それは第1次計画以来

の食糧生産重視の変更を意味するものではない。

米の生産目標は，計画最終年次で2054方7000トン

と設定されたが，集約化の持及にともなって，す
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でに加年の産米で笈削万トン近くの大増産さえ伝

えられている。伝統的な輸出品目であったゴムと

コプラの年平均目標成長率は，それぞれ1.6%,

2.0%と低いが，パーム油は 11.3%と高い。これ

らは実勢を反映させた数字といえる。鉱業部門で

は，原油生産が，当初2カ年は油田の老化と 7・yレ

タミナ危機による探鉱中止の影響で78年実績を下

阿る目標だが， 3年目以降は探鉱の強化を油田の

2次回収による回復を期待し，最終年度6億倒00

万パーレyレの生産を目標にしている。生産の伸び

悩みを価格上昇が支えるであろうし，すでに生産

が開始された天然ガスの増産が大いに期待される

ところである。伝統的な輸出商品であある錫とボ

ーキサイトの生産は，長期的には先細り傾向にあ

るのであまり多くを期待できなu、が，錫は期間中

若干の増産が見込まれ初年度3万2創的トン，最終

年度3万6600トンの生産目標。新しく輸出商品と

なったコザケノレの生産計両は，初年度2万2700ト

ン，最終年度倍以上の 4万7600トンが目標とされ

た。第3次計画における工業部門は，平等・社会

的公正に十分配慮しつつ，はじめて工業製品輸出

志向を明確に打ち出した点できわめて特徴的であ

る。不振の製紙工業にも，国内需要を満たす意欲

的なプロジェクトが計画されたが，繊維は人口 1

人当り生産量で，第2次計画末の推定10.2メート

ルから16メートルに大増産し，そのうち 1人当り

1.8メートルの輸出を目差している。とれは総生

産量で， 83年度実に25億メートルにも達する目標

である。尿素肥料も圏内消費の拡大を図るととも

に，積極的に海外市場の開拓に努め，またセメン

トも期末に 1人当り78キログラムの生産で内需を

賄い輸出可能な目標を設定するなど，経常的な輸

出体制の確立を意図している。

「新秩序」スハルト政権の経済建設は，援助な
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第H築対 f国際援助約束領推移 (1凶8～78年度）り

（単位： 100万ドル，カツコ内%）
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(Ill所） /,ampiran PiぬtoKenegaraan l'residen Republik Indonesia 1979；アジア経済研究所「年次経済報
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（注） 1) 1969年に，会計年度が暦斗iから 4/3JI年度il,'IJに変わった。
2）暦年。
3) 暫定数値。
4) 主として IGGI諸凶からのお億1640万ドルにのぼる輸出信用を含むセミソフトローンおよびプロジコム

クト商業借款から，すでに上記日米両国の各欄にそれぞれ算入済の4億8840万ドル分を除いた18億2鎖的

万ドルと，欧米や日本の銀行グループ．からの商業借款10億4880万ドルを含む。
日 liil上IGGI諸問等かむの12億4590万ドルのプロジェクト商業借款等から， H米各欄に算入済の4億

4050万ドルを除いた8億540万ドルを含む。
0) lt;J上IGGI諸国からの 6億li6H07Jドルのプロジェク卜脅業借款等から，日米各欄に算入済の2億320

Jj ~ ルを除いた 4 億G3707i F＇ルと，シンジケートローンへの振替え等 5億3640万ドルを含む。

らびに導入外資と技術に大きく依存しながらも，

莫大な石油関連収入と木材輸出にも支えられて，

工業化を軸とするGD P平均年間成長率7%近い

急激な経済成長をもたらした。計画目標を下回っ

たとはいえ，米の増産も見落すわけにはし、かな

し、。

しかし，急成長によるバイの拡大は，その分配

問題をはじめとして，さまざまな急戎長のゆがみ

も醸成したのである。

2. 急成長のゆがみと特定受益属

(1) 外国援助と投資

「新秩序Jスハルト政権の経済建設は，外国援

助を抜きにしては語れない。 1967年 2月のインド

ネシア債権国グルーフ。（IGGI）結成を機に本格化

した，援助約束額の推移を第4表に示した（it3 ¥ 

主要援助供与国は圧倒的に日米両国で， 1972年

度までは総援助額の過半を供与していた。その他

の同としては，西ドイツ，オランダ，オーストラ

リア等の IGG  I諸国が続いている。世銀を主と

する国際機関からの援助も， 1974年度以降その比

重を高めた。特にその借款援助分は， 2国間援助

の借款部分を凌ぐにいたった。

援助の内容に則していえば，当初J比重の高かっ

た食料や原材料，資本財等の商品で供与されたプ

ログラム援助から，プロジェクト援助へと漸次重

点が移行し， 1973年以降は逆転した。最近は，圧

倒的にプロジェクト援助中心となっている位4)0 

なお， 1975,76両年度の援助急増は， 75年 3月
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に発覚したプノレタミナの放漫経常による， 106億

ドルあまりにのぼる債務の解消に直接起因するも

のである。政府は通常の政府間借款の他に， 75,

76の両年度にわたって計35億ドルあまりのセミソ

フトローンと，欧米と日本から10億ドルあまりの

シンジケートローンを背負い込んだ。フ。／レタミナ

の経営危機については後述するが，フ勺レタミナ問

題は78年度援助においても，シンジケートローン

のより低利なローンへの振り替えとして数字にあ

らわれた。

スハ／レト政権は経済建設を進めるに当って，資

本のたりなし、インドネシアでは外資導入が必要不

可欠であるとの基本的な認識を持っている。した

がって， 67年 1月には1967年法律第 1号，いわゆ

る「外資法」を制定して，一部の公益部門を除い

て広く門戸を解放し，国有化の原則的な排除と，

一定期間の減免税優遇措置による外資導入の促進

を図った。さらに，スカルノ時代に国有化した資

産の一部返還や，各国と投資保証協定の締結など

も進めた。一方，外資の側でも外資法の制定以来

スハル卜政権の政治的安定を見越して積極的に対

応し，パスに乗り遅れるなとばかりに猛烈な投資

ラッシュが始まった。なお， 70年8月には，投資

ラッシュの実態に則して外資法と関連税法を改正

して，外資の選別を強化し，民族資本と競合する

輸入代替的軽工業部門については，民族資本擁護

の措置をとった。さらに73年6月には，内外を問

わず，投資に関する総合的な審査・調整・監替機

関として，投資調整局を設置した。日本の企業進

出が槍玉に挙げられた74年 1月のジャカルタ暴動

後は，外資に対する門戸が若干狭められ，出資比

率の制限や，外国人の雇用制限も強化された。し

かし，それら一連の外資規制措置は，あくまで外

資導入政策の手直しであって，外資排斥に連るも
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第5表は， 67年から80年3月までの外資投資認

可額，投資実績を産業別に示し， 1件あたりの投

資認可額と，投資実施率を計算した。第6表では

67年6月から79年5月までの外資投資認可額を国

別・産業別に明らかにした。ただし，両表にはとも

に，石油と金融部門への投資が含まれていない。

外資の主だった投資部門は，石油を除いたニッ

ケル，銅，ボーキサイト等の鉱業，鋼管，鋼線，

亜鉛鉄板等の基礎金属，繊維，医薬品を含む化学，

林業，非金属鉱物などと続き， 1件あたりの投資

規模では，スラウェシのニッケルやイリアン・ジ

ャヤの銅資源開発といった鉱業部門への投資が頭

抜けて大規模である。石油も考慮すればなおさら

のことといえよう。なお，年次別に詳しく検討し

てみると，当初は資源採取型の鉱業，林業，漁業



スハノレト政権の経済建設

第6義国別・産業別外国資本投資認、可額 (1967年6月～1979年5月）

（単位： 100万ドル）

産 業 iti 本｜香 港｜アメリカ｜フ－~·； ι｜オランダ IJf~ト｜西ドジ瓦仏語白f~a,-
農林漁業｜ 122.5 I 126.1 I 61.0 ! 267.6 I o.6 I - I 2.s I 2加 3 I 附 9

鉱業I 75.o I 11.6 I 1仰.o•i I ・・・・ I :35.8 I 97.2 I - I 1,152.58) I 1,478.1" 
工業I2,ow.:11i: 432.9 I 173.9 I ・ I 119.s I 69.o I 167.6 11,613.7 I 4,606.2 
その他 I145.6 I 115.7') I 78.7 I :.1.6 I 31.1 I 9.3 I 1.1 I 180.1 I 625.s --=i~ -・-: 2,3ん示3 I ~13.64~ _i --271.~-T~187.9 1 1is.5 ! 171工戸：226.6－「示。
（出所） Bank Indonesia, Statistik 品川omiポ euanganIndonesia, Agustus 1979. 

（注） 1) その大半が繊維産業。
2) 内1印 .0が商業およびホテル。
8) 内1149.3が多国籍資本であるが，その過半は米系資本。
4) 上記：1）参照。なお，この表には，イリアン・ジャヤにおけるフリーポート・サノレブアー祉の7500万ド
ルの銅資源開発投資が1967年4月認可なので含まれていない。

部門への投資が先行し， 70年ごろから製造業部門

への投資が主軸になる推移がみて取れる。細かい

ことでは，農業投資認可54件中39件が70年の認可

で，これはスカルノ時代に接収した農園返還にと

もなう復旧投資が主体である。林業投資について

は，ジャカノレタ暴動後の74年5月から，外資の新

規投資が禁ぜられた。

なお，第5表では投資認可額と投資残高のず

れ，すなわち投資実施率の低さが目につくが，平

均53.2%でさえも， 67年から 5年間の 1桁台は当

初ゆえの時間的なずれとして棚上げにし， 72年以

降の20%台， 30%台からすればだいぶ改善された

と言える。ただし，問題は依然として残る。実施

率の高い部門は， 1件あたりの投資額が少ないそ

の他金属工業，繊維，鉱業，および政府が肩入れ

したセメントなどの非金属工業等である。『ゆ方低

い部門では， If牛あたりの投資規模が鉱業につか

で大きい基礎金属工業の不振が目立つ。その理由

としては，大規模な鉱業投資に比べて政府から諸

々の便宜をえにくく，中規模投資ゆえに小回りも

きかず，汚職も絡んで設備投資に支障をきたした

こともあろうし，たとえそれらが順調に進捗した

としたとしても，特異な労使慣行，インフレ， lレ

ピア費運転資金の調達，市場の開拓等々と，さま

ざまな困難にことかくまし、。

第6表で注記の事情を勘案して投資国別にみる

と，やはり日米両国の投資が圧倒的である。アメ

リカの欄には，カルテックスを通ずる莫大な石油

投資や，他国に比して多い金融関係の投資が含ま

れていなし、。ついで近隣の香港やフィリピン，そ

してオランダ，オーストラリア，西ドイツといっ

た国々が続いている。国別に投資分担をみてみる

と，日本の投資は繊維主体の工業と林業および漁

業に多く，アメリカは銅，ニッケノレ，ボーキサイ

ト等大規模資源開発型鉱業と工業が主である。香

港は繊維主体の工業と商業およびホテルに，フィ

リピンは l件で 2憶3500万ドルを林業に投資して

いる。欧米諸国はなべて医薬品製造を含む化学工

業中心であるが，オランダは錫とニッケル，オー

ストラリアは錫と鉄工業，ならびに若干の鉱業投

資も行なっている，といった諸特徴が見い出せ

る。

ここで， 74年 l月のジャカルタ暴動によって経

済的ナショナリズムの反撃を喰った日系企業の進
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出の特徴について触れておこう。日本は，アメリ

カとともに対イ 2大投資国であるが，人口稀薄な

外島における大規模な資源開発投資を主軸とし，

投下資本の懐妊期間も長いアメリカのケ｝スと異

なり，投資分野が圧倒的な繊維を軸にして，鉄鋼，

鋼材等の製造工業に集中している。製造業への投

資は，アメリカの鉱業投資に比ぺて l件あたりの

投資額も小さく，相対的に小規模資本の企業投資

であるため，短期間に元本回収を狙いがちだし，

民族資本とも競合しがちな分野である。さらに都

合の悪u、ことには，進出企業の立地が人口調密な

ジャワ島に，それも主としてジャカノレタ周辺とバ

ンドン間というきわめて限られた地域に集中した

うえ，製品それ自体も衣料など身近な日用品であ

ったため，とかく大衆の耳目をひきやすかった。

製造業につぐ林業や漁業への投資にしても，資源

乱獲的な傾向がしばしば報道されていた。したが

って，ジャカルタ暴動といった広範な市民の共感

をえた反発を招きやすい下地が，集中豪雨的な日

系企業の進出と並行して作られつつあったのであ

る（注5¥

(2) 民族資本

外資法制定の翌年， 68年7月には， 1悌8年司法律

第6号，いわゆる「内資法Jが制定されて，民族

資本の投資促進も図られた。しかしこの方は第7

表に示すとおり，いまだ外資に遅れをとっている。

投資分野は外資に比べて，鉱・工業，農林業部

門へとまんべんなく分散しているが，鉱業や，繊

維，化学，非金属鉱物などの工業，および林業な

ど外資進出のともなう分野で随伴効果とみられる

投資が有力である。わずかに食品工業と農業への

投資に，民族資本投資としての特色が窺がわれ

る。

民族資本投資の認可額累計は，内外投資の統計
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鋳 7j長産業別民族資本投資認μJ額，投資残尚，

および投資実施率（1968～1980年 3月〉

（単位： 1億ルピア〉

｜認可ベース ！ 実施ベース

産業部門｜ ｜投酢｜ 一 投賢官｜投資実
｜付・数｜可額： I件数高一 ｜施率%
I_ I_ (A) I I 但，） I JI3)/(A) 

林漁業 i 5721 7,648.3 21司2,97ι．創 38.S 

護霊I!J~I ~：お：！ 1調 i：務： ~I ~｛~ 
漁 業 I 2到 325.5 141 119.31 36.7 

鉱業｜測し215.引叫 2,117.副174.3 

工業 I2,47312沼，631.51, 130110,624.到 37.1

議 議｜刊日目5話til 怨：~： 43.6 維｜ 5伺 7,778.8 20到し回θ．到 23.9
木 材 I 17叫2,084.1 88創 748.訓 35.9
紙 I isol t,642. 841 624.副 38.0
化 i I 4591 5,386.1 197司1,686.11 31.3 
非金属鉱物｜ 1叫 4,153.1 S:31 2,024.副 48.7 
基礎ゴ金属｜ 州 1,272.5 47引 6fi2. ll 5必.0
その姐旨属｜ 30訓2,318.9 162訓1,318.11 田 .8
その他 1 4訓 203.11 1釧 48.引 23.9

その他 I 3301 s,155.41 14引2,252.制 43.7

-1*；－平均 I=-9料650~両副丙♂己五
（出所）第6表に同じ。
(j注） l!. すでに投資中止ないし外資投資から民族

投資への変更を折込済。
2) 瞥定数値。

に1年のずれがあるが，漸次外資投資認可額に迫

ろうとしている。民族資本の 1件あたりの投資額

は，比較的大規模な鉱業投資を含めても外資のそ

れの2割程度の小規模な投資である。ただし，投

資規模が小さい割には，後に掲げる第10表にもみ

られるように，工業や農林業，その他には商業，

運輸，ホテルなど，労働集約的業種への投資によ

って，単位投資あたりの雇用労働力が大きな点は

注目されてよい。投資の実施率は外資とほぼ同率

であったが，昨年の非金属鉱物，化学，林業，木

材，紙などの投資認可額増大が，林業を除いて，

投資の実施率を低めた。

(3) 諸格差の拡大

さて，以上に述べてきたどおり，日米両国やI

GG I諸国・諸機関からの大規模な援助に支えら
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節8袋州別投資認可頒
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（出所〉 第6表に同じ。なお，人口は1980年センサス。
（注） I) 投資辞退や，外資投資から民族資本投資への変更を折込済。

2) マドゥラ島を含む。
3〕 民族資本については，複数州にまたがる投資という欄がない。

れたスハル卜政指下の経済建設では，公的援助と

ともに民間外資の果たす役割も大きu、。インドネ

シア経済の急成長を産業部門別にみると，当初は

政府の農業生産重視政策にそってある程度の成果

も認められたが，同時に一定の限界も見えてきた。

急成長は，なんといっても鉱・工業生産の急伸に

よってもたらされたものとし、えよう。外資も，当

初こそは鉱業の他，林業や漁業といった資源採取

型の第一次産業部門への投資を先行させたが， 70

年ごろからは工業部門へと投資の重点を移し，鉱

・工業生産の急伸に大きく寄与したのである。そ

の結果， 75年時点でなお全就業人口の66%も占め

ていた農業や，就業人口は少ないが漁業などが，

相対的に急成長経済に取り残され最も陽の当らぬ

6う



部門となって，産業部門聞の発展格差が拡大され

た。

外資は部門聞の発展格差にとどまらず，地域聞

の発展格差ももたらした。前ページに掲げた第8

表は地域的発展格差の要因となった内外民間投資

の累計認可額を:f+fgljに示し，あわせて当該地域住

民1人あたりの投資額を算出したものである。こ

こでも，石油等への大規模な投資は含まれていな

U、。

外資の投資認可額は圧倒的にジャワ，ついでス

マトラに集中しているが，さらに州別にみてゆく

と，ジャワではジャカノレタと，その周辺地区を含

む西ジャワ，スマトラでは北スマトヲとアチェと

いった特定の州への片寄りがはなはだしい。その

他には，東ジャワ，東カリマンタン，イリアン・

ジャヤ，中ジャワ，マノレクなどの州も注目される。

次に，外資投資を住民 1人あたりの投資額でみて

みると，人口稀薄な地域に，林業投資が殺到した

東カリマンタンと，鉱業投資が行なわれたイリア

ン・ジャヤが頭抜けて多い。ついで，緒工業を軸

にして商業や各種サービスを含む首都ジャカノレタ

への投資，鉱業投資中心のアチェと北スマトラ，

漁業基地を抱えるマルクなどの諸州への投資額が

大きい。それらの州の住民 1人あたりの投資額

を， 1人あたりの投資額の少ない西ヌサトウンガ

ラ，ヨクヤカノレタと中ジャワ，西カリマンタン，

中スラウェシ，パリなどと比べると，その格差は

あまりにも大きい。特に人口調密なヨクヤカノレタ

左中ジャワ，東ジャワへの投資が少ないことは問

題であろう。

華人資本を含む民族資本の地域別投資状況につ

いても，ほぽ外資と同様の傾向が見られるが，外

資に比べて地域別に幾分か平均化している。それ

でも，住民1人当り投資額で全国平均の倍以上の

66 

東カリマンタン，ジャカルタ，中カリマンタン，

南スマトラの諸外｜に比べ，全国平均の半分以下の

東ヌサトゥンガラ，酋スマトラ，ランフ。ン，ヨク

ヤカルタと中ジャワ，パリ，アチェ，南スラウェ

シ，ベンクル等の諸州との格差は大きし、。民族資

本の投資については，外資投資よりもよりジャワ

に集中し，全ジャワ住民 1人当りの投資額が全国

平均をわずかながら上回っている意義は少なくな

い。しかし，民族資本についても，人口調密なヨ

クヤカルタを含む中・東部ジャワやノミリ，ならび

に西スマトラや南スラウェシなどの諸州への投資

が少ないことが問題である。

投資の地域間格差は，成長率の地械間格差告とも

たらし，ひいては所得の地域間格差ももたらして

いる。データが少々古ャのだが，第9表に1968～

72年平均の州別GDP成長率と， 72年の 1人当り実

質所得を示しておいたのでおおかたの傾向は読み

とれよう。なお，第9表も石油を除いた表である。

石油を除いたGD P年平均成長率（19同～72年）

では，林業，鉱業（銅），漁業投資がそれぞれ集中

した東カリマンタン，イリアン・ジャヤ，マノレク

の各外｜が頭抜けて高く，石油関連産業のリアウ，

諸工業各種サーピスのジャカノレタ，観光のパリ，

ニッケルの東南スラウェシ等の各州、｜が続いてい

る。これに対して，資源の乏しい外島諸外lにあっ

ては成長率が軒並みに低く，ジャワでも投資の少

ないヨクヤカノレタは低成長の状態に据え置かれて

いる。人口密度が高く多くの人口を抱えるジャワ

の各州は，ジャカルタを除いて全国平均成長率全

下回っている事実と，人口密度はさほどでもない

が大人口を擁する南スラウェシ，｜南スマトラ，ラ

ンプン等の各州が低成長であることは大きな問題

であろう。

72年の 1人当り実質所得を州別にみると，東カ
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篤9豪州矧］G DP成長率（1捕8～72年平均）と 1人当り実質所得（1972年）
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（出所） Hendra Esmara，“Regional Income Disparities，” Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 
XI, No. I, Mar. 1975, pp. 45, 48, 51, 54. 

リマンタンが断然高く，ついでリアウ，ジャカル

タ，北スマトラ，アチエといった高成長，高所得

タイ 7＇の各州、｜が続き，総人口の約 1割5分がこの

タイプに属する。そして，人口の約3割を占める

低成長，高所得タイプの中カリマンタン，南スマ

トラ，ジャンピ，東ジャワ，ベンクノレ，南カリマ

ンタンといった各州が後を追っているが，両タイ

デ聞の成長率の格差は拡大傾向にある。問題なの

は人口の過半を占める低成長，低所得のタイソ”

で，西・東ヌサトウンガラ，北・ l有・中スラウェ

シ，商カリマンタン，ランプン，ヨクヤカルタ，

中・西ジャワといった各州がこれに入る。特に，

人口密度が高く多〈の人口を抱える稲作農業地

帯，ヨクヤカノレタを含む中ジャワと西ジャワ，同

じく稲作農業地帯で大人口を擁する南スラウェシ

と，成長率は若干平均を上回るが低所得の西スマ

トラといった各州が，そろって低所得の状況にあ

えぎ，かつ，先き行きにもあまり明るさを期待し

えない状況とあっては重大な関心を払わざるをえ

ない。

これまで産業部門聞の不均衡発展について，さ

らに地域間格差について投資，既定長，所得の順に

述べてきた。つぎに資料も乏しく，議論も分かれる

階層別所得格差についてはどうであろうか。イン

ドネシア社会はもともと平等社会と目されてきた

が，スノVレト政権下の急激な経済成長によってどう
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変わったのであろうか。すべての階層にわたって

実質所得が伸び，生活水準が上向いたことは認め

てかからねばなるまい惜別。そしてその所得分配

についても，インドネシア社会全体として国際的

にみれば，いまだそれほど顕著な変化があったと

は認められなさそうである。しかし，国内的には，

以下に指摘する所得格差の拡大傾向から目を逸ら

すことはできない位打。すでにみてきたとおり，

鉱・工業部門の発展が支柱となった急速な経涜成

長は，外資，政府による，いわば外，ないし上か

らの成長促進といった様相が濃い。したがって，

かつてはGD Pの過半を占め，今でも労働人口の

6割強を占めている農業部門が，相対的には急、北

長から取り残される結果となった。人口過剰なゾ

ャワの農村部には，歴史的な階層分化によって，

土地を持たないか，ほとんど持たない 4割内外の

小作貧農，農業労働者層が形成されているが，急成

長はとりわけ彼らにとって縁が薄く，これといっ

た急成長の果実分配にあずかることはほとんどな

かったと言えよう惟8＼一方では，後述するよう

に軍人，華人，外国企業が一体となって経済支配

の体制を歩一歩と築きつつ，急成長のー握りの特

定受益層として主に都市部において顕在化した。

これら両者聞の著しい所得格差を明示する適当

なデ｝タは持ち合せていない。しかし，典型的に

はたとえば，中部ジャワ農村部における大量の低

所得者層を背景にして，供給側の誘因によって押

し出され，ツテを求めてジャカルタに移住した少

なからぬ都市域居住の貧困者層の人々は，外資流

入や石油関連収入の急増に伴う一部特定受益層

の，ともすれば者｛多に流れ勝ちなかけはなれた生

活ぶりを見聞して，身近で確かな生活実感として

急成長からの疎外感を抱き，高度成長のツケを払

わされたとの不満を不断につのらせていることは
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明らかである<rt9）。さらにこの不満は，それが象

徴的に表明された74年 1月のジャカルタ暴動にい

たる過程では，たんに貧困者層にとどまることな

し外資ラッシュと第2次オイル・ショックの恩

恵に浴するどころか， 72年の米不足で痛めつけら

れ， 73年の一時的な景気後退によって賃金を抑え

られた多くの人々の聞にまで，広く感ぜられるよ

うになっていた。しかもこの不満は，暴動以降も

基本的には解消されたとはいえず，持ち越され，

くすぶり続けている難問なのである。経済成長率

の高さを誇る政権が，暴動後，たとえスハルトの

出自を「農民の子」，あるいは「村の子」として強

調するようになっても悦10），肝心な成長の果実

が，広く国民大衆の聞に均等に配分されていると

の実感を育まぬ限り，不満は醸成，蓄積され，政

府も大方の貧しい国民から浮いてしまい，彼岸の

政府となりはててしまいはすまいか。しかも，所

得格差は今後，失業・不完全就業の増大に見合っ

て拡大する傾向にあるとみられているのである。

(4）雇用問題

未熟練・低賃金・若年層労働者を主体とする，

大量の失業者・不完全就業者の実態を詳らかにす

る適切なデータもない。しかし雇用問題はますま

す深刻化して，政府も第3次5カ年計画で重点項

目として取り上げざるをえない状況にある。なに

しろ，発展途上国型の底辺の広い人口ピラミッド

で， 1億4700万人以上の総人口が，毎年2.3%内

外で成長し続けている。ネズミ算的人口増加に伴

う米と土地，職の確保は至難の業である。たとえ

ば政府が重点施策として，雇用機会の創出に取組

んでも，見通しの暗さは相変わらずと思われる。

総人口の半ばを越える労働人口を抱え，そのまた

4分の 1近くが失業者と伝えられているので，不

完全就業まで考慮すれば，問題の深刻さは測り知



スハノレト政権の経済建設

産業別投資プロジェクトの雇用労働力

（外奈附7-19岬 3月
民本 19槌～19加年3月

｜外国資計｜

第.10袋

民族資本
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19,100 127,320 
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4,331 18,671 
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れまい。雇用問題の規模と深刻さを内輪に見積り

がちな政府でさえも，第3次5カ年計画全期聞を

通して，雇用機会創出の目標を640万，年平均120

と算出した併：11）。政府はそのために，労働集約的

技術ないしは最適技術の導入による工業化や農村

工業の振興，ならびに農業の外延的拡大を図る移

住等々，各種産業部門にわたる多面的な施策によ

って，少なくとも上述した純増分の労働力だけで

1,404,141 計｜
（出所〉 第6表に同じ。
（注〕 ＊外国人雇用労働力1万2453人を除く。

408,911 

それらのさ

まざまな施策は，実はこれまでにも何度か試みら

れてきたものであって，いずれの対策を取り上げ

てもはかばかしい成果は見出せないし，新たな期

たとえば，移住と言っても，資

しかし，も吸収しようと努めている。

万の目標達成さえ難かしいのではなかろうか。

貿易問題

雇用問題に続けて貿易の問題点，特定輸出品目

(5) 

と特定貿易相手国への依存を指摘しておこう。第

11表で，インドネシアにおける78年時点の主要貿

易品目と主要貿易相手国を示した。

スハルト政権にインドネシアの貿易の規模は，

まず，主要輸出品目を金額でみてみると，圧倒

的に石油および同製品であって，全輸出額の6割

強も占めている。石油につぐ輸出品目に急伸した

木材を加えると，両者だけで全輸出額の実に7割

を超している。石油と木材，両天然資源の輸出が

急増した推移についてはすでに述べておいた。ゴ

ともにインドネシアの伝統的な

輸出向け熱帯商品作物であるが，近年生産が停滞

よる経済建設が進捗するにつれて，かつ第1次オ

イル・ショックにも加速されて急速に拡大した。

特に石油を主軸とする輸出の急増で，貿易収支は

大幅な黒字を記録するにいたった。その結果どの

ような貿易構成になったのか，第11表によって確

あわせてその変動の推移にも触れておこ

う。
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ムとコーヒーは，

金的にも裏打ちされた実効ある移住計画を立てる

となれば，莫大な石油関連収入の総てを振り向け

ても賄えそうにもないし，運営面にも重大な誇困

難が予想されよう。さりとて，工業化による雇用

拡大もそれほど期待できぬとあっては，雇用不安

は前途ますます深刻化の様相が諜い。ちなみに，

鉱・工業中心に資本集約型の投資ラッシュをもた

らした外資が，直接雇用した正規の現地人職員数

と，比較的労働集約型の分野に投資された民族資

本によって雇用された労働力の実績を，第10表に

示した。

表によって概算してみると，近年内外資とも工

業による雇用労働力を増やしつつあるが，外資と

民族資本によって新たに提供された雇用機会は，

年聞にならしてわずかに14万人弱，しかもこの数

字は年率7ないし 8%という経済成長下で達成さ

れた実績である。片や政府は第3次5カ年計画

で，成長率を年平均6.5%に抑え，しかもその枠

内で，せめて新規に参入する純増労働力，年平均

120万人分の雇用機会だけでも創出しようと目論

んでいる。不完全就業の問題まで含めずとも，120

待とて寄せ難い。

認し，
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林内504.0が，各種トラクターを含む車柄。

し，輸出量も伸び悩んでいる。しかし，後者につ

いては安定的な価格上昇に幸いされている。同じ

く伝統的な輸出品目であった錫の生産もすでに天

井をつき，輸出量も横ばい傾向にある。熱帯商品

作物の輸出は概して不振であって，輸出に占める

構成比も長期凋落傾向にあるが，パーム油は着実

に伸びつつある有望輸出品目である。えびも新た

に比重を高めた輸出品目である。とにかく，輸出

品目構成では，石油への著しい依存の事実を強調

しておきたい。

輸入品目構成については，主要な輸入品の分類

を，国連の標準闇際貿易商品分類一改訂版（SITC,

R〕に準拠した類（division）別分類で示したので，

若干判りにくいかも知れないが，要は経済建設の

進展につれて資本財と原材料の輸入が増加したこ

とと，消費財の輸入が政策的に抑制され，全体と
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して：構成比は漸減傾向にあるものの，米の輸入が

依然として少なからぬ額であることが読みとれ

る。その他では，すでに述べたように，繊維，肥

料，セメントなどの品目が，工業化による輸入代

替の進展によって徐々に自給率を高めつつある。

ちなみに，輸入分類中の「その他」の主な内容は，

1）元素および化合物， 2）その他の金属製品， 3)

糖類およびその調整品ならびにはちみつ， 4）織物

用繊維の糸，織物および繊維製品， 5）人造プラ

スチック， そして， 6）織物用繊維〈糸およひ鳴物

を除く）およびそのくず，となっている位12）。な

お，表中石油・同製品の輸入が相当額であるのは，

石油精製，石油化学等の関連産業が宋発達なため

である。

次いで，相手国別にみてみると，日米両国の頭

抜けた構成比が顕著に浮び上がる。輸出では，日



本向けが総輪出額の39.2%，アメリカ向けが25.4

%も占めている。 10.7%のシンガポールを力日える

と，これら 3国向けの輸出だけで総額の実に 4分

の3を超えてしまう。輸入では，日米両聞ともに

輸出の場合ほど高い構成比を占めてはいないが．

それでも総輸入額の30.1%を日本から， 12.4%を

アメリカから輸入し，両国だけで4割強。 8.9%

の西ドイツを加えると 3国だけで過半にも達する

上うな，特定諸国への片寄りが目立つ。

しばらくは表にそって国別に，インドネシアと

の貿易の特徴を略記しておこう。対日輸出では8

割強と圧倒的に石油が重要で，木材がそれに次

ぎ，両品目で対日輸出総額の9割強にも達する。

すでに述べたように，インドネシアの木材輸出に

おける対日輸出構成比は一時ほど高くはないが，

いまだに 5割近くを占めている。えびの対日輸出

はさらに高くて 9割近い。一方対米輸出は石油に

特化し，8.4%のゴムを加えると両品目で総額の 9

割強にも遺する。とにかく，インドネシアの全輸

出額の 6割強を占める石油を，日米両国だけでそ

の8割強も輸入しているのである。輸出相手国と

して第3位に挙げられるシンガポールは，もとも

と中継貿易的色彩が濃く，インドネシアから石油

やゴムが精製のため輸出されてはいるが，石油の

場合，インドネシアからシンガポールへの輸出額

の半分近くが，シンガポーノレからインドネシアへ

の輸入額となっている。表には出さなかったが，

第4位の輸出相手国はパキスタンで2億8080万ド

ル（2.4%），そして5位がオランダ， 6位西ドイツ

と続いている。

日本からの輸入は車輔L 電気機器も含めた機

械類，いわゆる機械・樹告が中心で，両品目にイ

ンドネシアの対日輸入総額の半ばが費やされてい

る。鉄鋼輸入代金がそれに次いでいるが，車輔と

スハルト政権の経済建設

鉄鋼それぞれの輸入に占める日本の構成比は高

い。輸入先第2位のアメリカからは，機械類と穀

物を主に輸入している。 3位は西独で機械・機器

が主な輸入品目であるが，その他の項には相当額

の医薬品も含まれている。 4位は構成比6.8%の

シンガポールで，先にも触れた石油製品の輸入が

主体。表には機械・機器輸入を軸とするオランダ

が出ているが，構成比2.2%のオランダは実は輸

入相手国としてはl倒立なのである。インドネシア

の輸入先は，輸出先ほどには極端に片寄らず，心

持ち多様なので， 5位から 9位までの輸入相手国

と輸入額，ならびにその構成比と，主な輸入品を

参考までに注記しておく世間。米の輸入先につい

ても，表記した米日両国以外の主だった国々とそ

の輸入額，つまり表中その他諸国（445.4）に含ま

れる主だった国々を注記しておいた唯凶。

第11表によって略述したこのようなインドネシ

アの貿易構成は，西欧諸国との構成比が低減する

一方で，日米両国，とくに日本の構成比が急増し

た結果こうなったのである。インドネシアの貿易

構成を検討すると，西欧諸国からの入超と，日米

両国への出超傾向が定着しつつあることなども読

みとれるが，なによりも問題なのは，特定輸出品

目と特定諸国との貿易への依存が顕著なことであ

ろう。政府としてもこの点に留意して，工業化で

輸出産品の多様化と輸入代替を促進し，貿易相手

国についても，近隣のASEAN諸国やオースト

ラリア，ならびにEC諸国，さらにはソ連・東欧

諸国などの社会主義経済固まで視野に入れて多角

化への努力を払うようになってきた。しかし，一

次産品を輸出して工業製品を輸入する伝統的な貿

易のパターンから脱け出し，しかも特定先進工業

諸国への依存も避けて非 f従属j的な経済を建設

する課題は，まさしく昨今第三世界の国々が希求
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し，岬吟している最も基本的な課題であって，そ

の課題達成がいかに難かしく，前途多難であるか

という謡識も広く行きわたっているといえよう。

(6）特定受益層の形成

援助と外資に大きく依存し，石油資源にも恵ま

れて急成長したスハルト政権の経済建設は，産業

部門聞や地域聞の投資・発展格差，ひいては地域

間や階層間の所得格差を醸成し，深刻な雇用問題

や片寄った貿易構成といったさまざまなゆがみを

もたらした。ここでは最後に，それらの急成長の

ゆがみに関連しながら形成された特定受益層と，

彼らを軸とする経済支配の体制について言及して

おこう。

スハルト政権下の経済建設で甘い汁を吸う特定

受益層として衆目の一致するところは，家人企業

家とチュコンと呼ばれる大物華人，ならびに外資

系企業であろう。そして，それちの三者がさまざ

まな形で結託して軸となり，日増しに強固な経済

支配の体制を嬢きつつある。

スハルト政権成立にともない，軍部勢力が立法

府，行政府へ政治的に進出したことはすでに触れ

たが，経済的にも軍人企業家として台頭し，重要な

地位を占めるようになった。もともとインドネシ

アの軍隊には歴史的に，革命闘争の過程で自然発

生的に成立した統制なき各種軍事組織の当時か

ら，また国軍（TentaraNasional Indonesia）への聾

理統合が進んでからも久しく，装備を含め必要資

金の大半を，密輸を含む経済活動によって自前で

調達する慣習が残されていた。たとえば，スマト

ラの地方軍部は師団単位で48年からマラヤとの密

貿易に従事し，その組織は後に改編されて有力な

周営商社になったほどである。また50年代半ばに

は北スラウヱシや北スマトラで，師団ないし連隊

単位で行なわれたコプラやゴムの大規模な密輸も
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発覚した。 57年に入ると各地で軍は半ば公然と，

しかも地域ぐるみで大規模な非合法パーター貿易

を組織して57,58年の地方叛乱に組み込まれてい

った。主権委譲後は，印年度予算を除き，乏しい

とはいえ毎年歳出総額の却ないし30%台が国防費

に割り振られていてこの有様であった。なお，西

イリアン奪回闘争の本格化と，マレーシア対決政

策に起因する 60年代前半における国防費の激増

が，膨大な財政赤字をもたらし，ハイパーインフ

レによる経済的破局を招来したことは広く知られ

ているところである（注15)0

このように，軍による必要に迫られた文字どお

り軍資金集めの経済活動は，必ずしも今に始ま司

た事新しいことではない。しかし，58年末のオラン

ダ企業固有化で新たな局面を迎えた。基幹産業の

中枢を抑えて経済的支配権を温存していたオラン

ダ企業，そのすべてを接収し，固有化した国営企

業に，大量の軍人を表だって送り込んだからであ

る。 57年3月の非常事態宣言以来，広範な戒厳令

権限を業中にしていた軍部は，商イリアン奪回闘

争の一環として労働組合などが57年末から始めた

オランダ企業接収の嵐が全土に波及すると，政府

の意向を受けて接収企業を箪の管理下に収めた。

接収企業は最終的に58年年末固有化されたので，

結果的には大量の軍人が，軍人企業家として国営

企業に居坐ることとなった。しかも軍部は， 57,

58年の地方叛乱をいち早く制圧して統一性を回復

し，政治的にもスカルノとともに超議会勢力とし

てその勢力を大いに伸長して， 45年憲法復帰に向

けて積極的な政治干与の姿勢を打ち出すにいたっ

た。

軍部は，共産党と並んで有力な体制支持派に回

ったスカルノ体制期を通じて，その経済活動を定

着させて既得権益集団化した。軍は軍本来の機能



とともに政治的経済的機能を通じても関造りに尽

力するという「二震機能Jを旗印に掲げて，軍が

後押しする企業活動を積極的に展開すると同時

に，国営企業を支配した。国営企業は接収オラン

ダ企業を主体としたが， 64年にはイギリスの， fi5

年にはアメリカの企業も接収されて国営企業に迫

加された。しかし，基幹産業の中枢たるべき間営

企業は，~によって利益の相当部分を軍財政の裏

金作りに利用され，一部は私腹を肥やすためにも

流用されて喰い物にされた感が深い。この時期に

将官たちがそれぞれ華人と結んで私企業活動に手

を染めるケースも一般化したのである。

スカYレノ体制下で定着した軍の経済活動は，ス

ハルト「新秩序j体制のもとで，大物華人や外国

企業と結託してより一層強化されるにいたった。

スハルト体制下でも国防支出は少なく，公表され

たことはないのだが，必要経費の 3分の lからせ

いぜい半額程度を賄なえるにすぎないと伝えられ

ている（住16）。莫大な残額を自前で調達せねばな九

ぬとあっては，軍は裏金作りにも身を入れざるを

えない。

スハルト政権発足当初から，大口の軍資金が，

国営石油公社プルタミナと食料調達庁（Badan

Urusan Logistik，略称、 Bulog）から直接軍首悩に流

されていたと言われている。さらに，一時期では

あったが，国営商社ブルディカリ社の協力も知ら

れている。

軍にとって最も重要な金脈となったフ．ルタミナ

は， 1968年に既存組織を統合して石油事業のすべ

て，すなわち探査・生産から，精製，貯蔵，輸送，販

売にいたるすべての部門を準握した，インドネシ

アで唯一の巨大な国営石油公社である。総裁イプ

ヌ・ストウォ中将は， 57年に吹き荒れたオランダ

企業接収の嵐の折，大佐でフ勺レタミナの前身組織

スハノレト政権の経済建設

の長に任ぜられて以来，名だたるメヅャーを相手

に軍人企業家としての才覚を十分に発揮した。公

開されないデルタミナの経理と経営に対する疑惑

と批判はしばしば表明され， 72年には政府による

経営監督権限の強化がフ勺レタミナ法で図られた

が，プ／レタミナは一度も財政を公表せず，一切の

公的監査からも免れていた。そして，本来は国庫

に納付すべき潤沢な石油資金をもって石油事業以

外の多角経営に乗り出した。外資や大物華人資本

とも結託して，製鉄，化学・肥料工業から，米作

農場計画や各種の建設計画，不動産部門に，はて

は観光や保険業などにまで手を染めた。第 1次オ

イルシヨヴクによる莫大な増収も，楽観的な見通

しと放漫経営の傾向をさらに強める契機となっ

た。かくして国家内国家の観を呈するにいたった

「フ。ルタミナ王国jにあって，ストウォ総裁は直

接政権の中枢，極く限られた軍部高官とも意を通

じ，組織上は監督権限を持つ閣僚をも凌ぐ絶大な

権力を行使していた。しかし，さきにも述べたよ

うに， 75年3月には，第1次オイルショック後の

短期債務返済に窮して経営危機が発覚し，その後

の調査で総額 106億ドルにものぼった杜撰な投資

に起因する莫大な債務によって，さしもの「プル

タミナ王国」も政府の介入を招き，ストウォ総裁

も76年3月に更迭された。後任には，経理畑から

ハルヨノ少将が送り込まれた。

プルタミナに次いで，食糧調達庁〈ヅログ）もか

なりの裏金を軍に貢いでいたとみられている。プ

ログは，主として公務員給与の一部現物支給分の

米を調達するため， 1悌6年に設けられた官庁であ

るが， 70年からは買い付け内地米と輸入外米の備

蓄によって米価の安定を図ることもその任務とさ

れた。しかし，創立時から軍の強い影響下におか

れたブログは，購入資金の投機的運用や，米の翼

73 



い付けや輸入で莫大な利益をあげて軍の裏金作り

に多大の貢献をした。だが，肝心の米価安定には

失敗した。つまり，米の購入資金を投機的に運用

する利ザヤ稼ぎに熱中しすぎて，主要収穫である

雨期作米の買入れ時期を失し，年末から年初にか

けての端境期に米側騰貴を抑えるぺき目標備蓄量

さえも確保できなかったのである。発足以来有効

に機能しえなかった汚職の巣窟プログに対する批

判は年ごとに高まり，ついに72年度産米の皐魁に

よる危機によって，翌年には長官が更迭された。

しかし，更迭された長官はと言えば，例によって

在外公館に大使となって転出し，後任には軍人の

副長官が昇格したにとどまったが．組織の綱紀は

若干粛正された模様である。

上述の両者に次いで，一時期にとどまり，かっ

規模も小さかったが， 66年創立の国営商社ブノレヂ

ィカリも軍の裏金財政に寄与したことが知ちれて

いる。台湾ロビーの旗頭で，軍の子飼い反共組介

組織Soksiの指導でも知られていたスハノレディマ

ン准将を社長とするプノレディカリ社は，スハル卜

左直結して怠激な業務拡張を岡り，ベンツ車の韓

入独占権も得て手にした利益は莫大であった。し

かし急激な業務拡張も68年後半には早くも破綻

をきたした結果，長官が更迭され，翌年には業務

も大幅に削九れ，人員も半減される憂き目にあっ

た。

以上の例にみられるような大口を別格とすれ

ば，軍財政への寄与は通常，より少規模ではある

が数多くのさまざまな軍人の私企業活動によって

賄なわれている。各軍それぞれの補給織や協同組

合などが積極的に私企業活動に乗り出す例も見ら

れ，密輸もより巧妙に行政部門を抱き込んで後を

絶たないが，軍財政に寄与する主要な形態は，伝

統的ですでに定着した，師団ないし連隊単位で行
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なう私企業や，財団なEを通ずる諸々の経済活動

によってもたらされている。国防治安省系で系列

30数社を傘下に収めるトり・ウサハ・パクティ社

や，スハルト一族に連なるクンチャナ企業グルー

デと提携した陸軍戦略予備軍（Kos加ののダルマ・

デトラ財団などの諸活動が良く知られている

巾 17）。その他にも軍系企業は数多く存在し，さま

ざまな業種に見出せる。たとえば，金融，保険，

貿易，自動車（組立工，販売），パス，航空，船舶，

荷役，建設，セメント，不動産，繊維，電池，製

靴，製材，精米，製粉，林業，農業，水産業，映

阿（肥給，興行），ホテル，観光等々と，あらゆる

業種に及んでいる。時を追って業種別にみてみる

と，当初は軍の機器流用も含めて運輸業務，ない

しは輸入ライセンスに直結する貿易商社，自動車

輸入・販売等の業種が重きをなし，その後木材輸

出のシェア拡大に伴って，伐採権の取得を焦点と

する林業もその比重を高める傾向がみてとれる。

近時には，転任ないし退役後もポストに関係なく

安堵できる不動産への投資や，不動産業の人気上

昇も伝えられている。

ここで，軍系企業ではなく，したがって軍財政

への寄与という観点からは同列に論じられない

が，全国的に著名な有力者のまわりに形成され，

彼らの政治資金源と目される，軍人企業に類似し

た企業集団の存在も指摘しておこう。たとえば，

スハルト大統領とチュンダナ・グループ，スルタ

ン・ハメンク・プォノとプトラ・グループ，イブ

ヌ・ストウォとトウナス・グループなどであり，

大統領夫人のハラパン・キタ財団もここに含める

ことができょう。その他特定人脈に片寄らずとも，

アストラ・グループなどの有カな企業集団も，そ

れぞれ適宜に有力者との太いパイプを通じてい

る。



ところで，国営企業に出向する場合と違って，

軍人企業家として私企業活動に進出する場合に

は，彼らの多くが資本や技術を持ち合せていない

ととが問題になる。したがって軍人企業家は，資

木と技術を求めて大物華人や外資系企業と提携

し，彼らに企業の運営を委ねることが多L、。その

場合，軍人企業家の主な役割は，関係官庁等にツ

テを求め，圧力をかけて，当該企業の活動に必要

な諸々の便宜を確保することに向けられることに

なった。現在，軍人企業家と提携する大物華人と

しては，クンチャナ，チュンダナ両企業グルーフ・

を従えて，スハ1レト大統領の実業面でのノ「ート十

一とまで称される， リム・シウ・リオン（LiemSioe 

Liong）が頭抜けた存在である。その他には，ヅト

ラ・グルーヅのテディ・チャンドヲジャヤ（Tedcly

Chandrajaya）やトウナス・グルーフ。のトン・ジコ

(Tong Djoe), さらにアストラ・グ／レ｝ブ。のウィリ

アム・スノレヤジャヤ（WilliamSoeryacljaya，中間f,

Tjia Kian Liong）を筆頭とするチア兄弟などが知お

れている。

そもそも将官と華人との結託は，外資を排斥し

たスカルノ期の，華人企業に対する将官の名儀貸

しに端を発して，その後漸次深められた。スハル

トに代わってからは，軍人と著書人との結びつきが

新たな組合せにとって替りはしたが，ますます深

まり，そこに新顔有力メンパーとして外資系企業

が加わった経済支配の体制が着々と進められ，彼

らが顕著な特定受益層として浮ひ守上ってきたので

ある。

これまで，軍部勢力の経済的進出を中心にし

て，軍・華・外三者が結託した経済支配体制構築

のあらましをみてきたが，このような流れが主流

となり得た根底には，インドネシアにおける経済

活動一般に関連して，次のような指摘が可能であ

スハノレト政権の経済建設

るからではなかろうか。民族資本は弱小で，華人

資本を含めて商業資本的な性格が濃く，しかも官

僚癒着型の資本が優位な傾向である。汚職や腐敗

が横行する余地もそこに生ずる。

独立後，経済のイン 1：ネシア化が進められた過

程で，建前としての民族資本育成の方針は， 50年

代前半の一時期を除いてあまり日の目を見なかっ

た。現実には国営企業が重視され，華人資本と結

託した軍系企業が伸びたためである。 50年代前半・

のペンテン政策の時でさえも，純粋民族資本のご

く4 部が政商的なつながりでその恩恵に浴しただ

けであって，常時華人資本の圧迫を受けている少

規模な純粋民族資本全体としては，相変わらずき

わめて脆弱な立場に据え置かれていた。若干規模

は大きいとはいえ，華人資本もそれほど強い立場

に立っていたわけではない。華人をなべて華商と

言えるほど，商活動を中心に譲渡利潤を追求した

彼らは，全国津々浦々にまでその活動の網を拡げ

た。その精力的な活動は，歴史的な経緯とあいま

って，広範かつ抜き難い反華感情も植えつけるこ

ととなった。あえて産業資本への転進をはかり，

危険を冒さずとも，商業資本的活動の枠内で，こ

れまで長年にわたって十分な見返りを得てきたた

めである。ある程度資本を蓄積した者は，時の政

権・官僚と癒着して利権にありっき，さらに太っ

た。しかし，政商の定めとして，政権の交替によ

る盛衰は避け難かった。政党政治期には政党系列

にそった浮沈がみられ，政党政治からスカノレノへ

さらにスカルノからスハノレトへと政治体制の転換

にともなって，官僚と癒着した有力な政商のセッ

トも総入替えされた。そして現体制に代わって，さ

きにも述べたような顔触れの華人資本が軍部と結

んで台頭し，軍部が政権を掌握するや外資との提

携に活路を見出すこととなる。そのような大物の
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華人資本といえども，蓄積資本の規模は外資のそ

れに比すべくもなく，保有する技術や組織まで考

慮に入れればなおさらのことといえたからであ

る。経済建設を一枚看板に掲げ，しかも急速な経

済成長を重視するスハル卜政権は，そのために必

要とされる大規模資本と最新技術を兼ね備えた組

織を，以上のような状況を踏まえて国外に求め

た。政権発足当初から，外資導入路線を鮮明に打

ち出し，華人同化政策にそって華人資本の協力も

仰いだ。その結果形成された現在の，軍・華・外

三者結託した経済的支配体制に対しては， 74年の

1・15事件に象徴される経済的民族主義の立場か

ら，外資過剰依存への反発が急速に高まった。ま

た，体制内の汚職や腐敗の進行につれて，批判の

対象は経済体制にとどまらず，汚職・腐敗の一掃

や所得分配の不公平是正を求める体制全般に及ぶ

直裁な批判が， 77年総選挙後の頃かちより公然と

聞かれるようになり，より広範な各層から支持さ

れ始めている。したがって，この政府批判勢力の

台頭にまつわる諸々の問題については，たんなる

経済的利害得失の観点からにとどまらず，より広

い視点に立って，節を改めてから検討する。

（注 1) 72年の凶作について詳しくは，アジア経済

研究所「年次経済報告インドネシア 1974」 1975年

131-148ページ参照。

（注2) インドネシアの予算は，一般会計予算と，

商品援助とプロジェタト媛助の建設会計予算からなっ

ている。

(it 3) IGGIは Inter-Governmental Group on 

Indonesiaの略で，日本，アメリカ，オヲンダ，商ド

イツ，フランス，イギリス，イタリア，オ－7，トラリ

ア，ベルギー，デンマーク，スイス，カナダ，ニュー

ジーランドの各国と，世銀，アジア開銀で構成。

〈注4) アジア経済研究所「年次経済報告イ γ ドネ

シア1974」1975年 119, 120ベージ， 1978年度版 111

～113ベージ， 132ベージ， 1979年度版 108～111ベー

ジ，および「79年大統領国政演説補足資料」 IV-11参
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照。

なお，各国・各国際機関の援助の特徴や，プロジェ

タト援助，ならびに近年しばしば問題にされるそのデ

ィスパース状況の詳細については，アジア経済研究所

「年次経済報告インドネシア1978J1979年第田章お

よび1979年度版第IV章参照。

(it:5) 円米の投資の違いについては．加納砕R

『帰れる多島国家一一スハノレト体制の 15年』 教育社

1979年 93～95ベージ参照。

〈判： 6) 世銀の報告書でも，経済成長の利益が最低

所得者層にも及んでいることを認めると同時に，相対

的な所得格差の拡大傾向も推測している。 TheWorld 

Bank, A World Bank Country Study, !NDONE-

SIA-Emρloyment and Income Distribution in 

Indonesia, 19以｝．

m1)  O:Hi〕参照。

（注 8) ジャワ農村における農民の階層分化，とく

に緋地の所有と経営の実態については，次の文献参

照。加納啓良『パグラランー一東部ジャワ農村の寓と

貧同一一一』アジア経済研究所 1979年。加納啓良「農

業問題の中部ジャワ的構造一一ジョタジャカルタ特別

ほの事例に則してJ(l,Il）（『アジア経済』第21巻第

4号， 5号 1弼0年4月， 5月〉。 Horstmann,K. & 

W. Rutz, The Population Distribution仰 Java,

1971, Institute of Developing Economies, 1980, pp. 

59-61, 131, 132. 

（注9) インドネシアの労働力移動については，次

の文献参照。 金子元久 「インドネシアの労働力移動

1961-76年一一中部ジャワ州の人口施出入を中心とし

た分析一一J（『アジア経済』第21巻第5号 1鎚O年5

月）。 加納林良「農業問題の中部ジャワ的構造J(Il) 

〈『アジア経済』第21巻第5号 1個O年5月〉。 Horst・ 

mann & Rutz, op. cit.，田p.pp. 22--31 & Chap. V. 

（注10) 「幾民の子」については， Suryahadi(eelふ

Silsilah Presiden Soeharto, Anak Petani, Surabaya, 

“GRIP”1974. 「村の子」についてはRoeder,0. G., 

Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto, Jakarta, 

Gunung Agung, 1976.後者は同著者のTheSmiling 

General, Jakarta, Gunung Agung, 1969からの翻訳

である。なおこの翻訳は初版本が Soeharto, dari 

Prajurit sampai Presiden （訳者はA.Bar Salimお

よび A.Hadi Noor, 1969年〉と題され，第 2版が

Anak Desaと改められたもの。



Utll) 世銀の報告書tj.，労働力は今後20年以上に

もわたって，制年120万から170万人規微で増大すると

みてL、る。 1、heWorld Bank, op. cit. 

（注12) それぞれω輸入金額（単位： 100万ドル）

は，①272.5 R185.5 ⑥184.6 ④183.5 ⑥169.5 

⑥162.9。
（注1:3) （単位： 100万ドル〕⑨台情:321.0(4.8%) 

・・米74.2，繊鮒民｝目5。⑥サウディアヲヒア229.3(3.4 

%）…全額原油。⑦オーストラリア218.0(:3.3%）唱

小麦47.5，錫21.8，米13.4。⑥イギリ 7-207.6(3.1%)

…非鉄金属38.5。⑨プランス166.0(2.5%）…機械・

機根44.2。
（注14) （単位： 100万ドノレ）④アメリカ…表記。

⑧干寄港 102.6。③台湾 74.2。④タイ 70.7。 ⑤ピノレマ

印 .7。⑥北朝鮮38.7。①バキスタン34.1。⑥日本…夫

スハルト政権の経済建設

d己。

（注15) 1侠iO年代のインフレーション<I）構造につい

ては，三平則夫「インド平シアにおける金融機構の形

成と 1960年代の経済（II）」（『アジア経済 第13巻第5

IJ, 1972＇－ド 5H）特に71～75ページ参WI。
( /l:16) Crouch, Harold, ＇‘General込 andBusiness 

in Indonesia，＇’ Pac所c Afj'airs, Vol. 48, No. 4, 

Winter 1975/1976, p. 524. 

（注17〕 トリ・ウサハ・バクティ祉や〆ノレマ・プト

ラ財団，その他， グンチャナ・グループや後出諸企業

グループの詳細については， Robinson, Richard, 

“Toward a Class Analysis of the Indonesian 

Military Bureaucratic State，” Indonesia, No. 25, 

Apr. 1978, pp. 17-39. ゃ Crouch,op. cit.参照。
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